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第３５号議案

教育委員会委員の任命について

次の者を教育委員会委員に任命したいから、地方教育行政の組織及び運営

に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第４条第２項の規定により議会

の同意を求める。

記

住 所 白石市沢端町５番６号

氏 名 岡 﨑 美弥子

生年月日 昭和５４年 ３月１０日

平成３０年６月１１日

白石市長 山 田 裕 一
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第３６号議案

人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて

次の者を人権擁護委員として推薦したいので、人権擁護委員法（昭和２４

年法律第１３９号）第６条第３項の規定により議会の意見を求める。

記

住 所 白石市白川小奥字上台１番地３

氏 名 小 野 琢 磨

生年月日 昭和２１年 １月 ２日

住 所 白石市越河平字宮ノ脇３２番地

氏 名 石 川 豊 子

生年月日 昭和２７年 １月１８日

平成３０年６月１１日

白石市長 山 田 裕 一
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第３７号議案

専決処分の承認を求めることについて

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、次のと

おり専決処分したので、同条第３項の規定によりこれを報告し、承認を求める。

白石市市税条例等の一部を改正する条例（専決第１号）

（平成３０年３月３１日専決）

平成３０年６月１１日

白石市長 山 田 裕 一
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白石市市税条例等の一部を改正する条例

（白石市市税条例の一部改正）

第１条 白石市市税条例（昭和３０年白石市条例第７号）の一部を次のよ

うに改正する。

第２０条中「第４７条第３項」を「第４７条第５項」に、「第５１条」

を「第５１条第１項及び第４項」に、「第１３７条第２項及び」を「第１

３７条第２項並びに」に改める。

第２３条第１項中「によって」を「により」に改め、同条第３項中「こ

の節」の次に「（第４７条第１０項から第１２項までを除く。）」を加え

る。

第２４条第１項中「によって」を「により」に改め、同項第２号中「１

２５万円」を「１３５万円」に改め、同条第２項中「控除対象配偶者」を

「同一生計配偶者」に改め、「得た金額」の次に「に１０万円を加算した

金額」を加える。

第３１条第２項中「当該」を「同表の」に改める。

第３３条の２中「扶養控除額を、」の次に「前年の合計所得金額が２，

５００万円以下である」を加える。

第３３条の５中「所得割の納税義務者」を「前年の合計所得金額が２，

５００万円以下である所得割の納税義務者」に改め、同条第１号ア及び第

２号ア中「においては」を「には」に改める。

第３５条の２第１項中「の者」を「に掲げる者」に改め、同項ただし書

中「によって」を「により」に改め、「配偶者特別控除額」の次に「（所

得税法第２条第１項第３３号の４に規定する源泉控除対象配偶者に係るも

のを除く。）」を加え、同条第２項中「によって」を「により」に、「第

２条第２項ただし書」を「第２条第４項ただし書」に改め、同条第４項中

「によって」を「により」に、「においては」を「には」に改め、同条第

５項中「によって」を「により」に、「においては」を「には」に、「、

第１項」を「、同項」に改め、同条第６項中「においては」を「には」に

、「の者」を「に掲げる者」に改め、同条第７項中「においては」を「に

は」に、「の者」を「に掲げる者」に改め、同条第８項中「においては」
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を「には」に、「の者」を「に掲げる者」に改める。

第４６条の３中「以下この節」を「次条第１項」に改める。

第４６条の５第１項中「においては」を「には」に、「以下この節」を

「次条第２項」に改め、同条第３項中「「第４７条の５第１項」と」の次

に「、「の特別徴収義務者」とあるのは「（同項に規定する年金所得に係

る仮特別徴収税額をいう。以下同じ。）の特別徴収義務者」と」を加える

。

第４７条第１項中「による申告書」の次に「（第１０項及び第１１項に

おいて「納税申告書」という。）」を加え、同条第７項中「第５１条第２

項」を「第５１条第４項」に改め、同項を同条第９項とし、同条第６項を

同条第８項とし、同条第５項中「第３項の場合」を「第５項の場合」に改

め、同項を同条第７項とし、同条第４項を同条第６項とし、同条第３項中

「第５項第１号」を「第７項第１号」に改め、同項を同条第５項とし、同

条第２項中「法の施行地に本店若しくは主たる事務所若しくは事業所を有

する法人」を「内国法人」に、「第３２１条の８第２４項」を「第３２１

条の８第２６項」に、「前項」を「第１項」に改め、同項を同条第４項と

し、同条第１項の次に次の２項を加える。

２ 法の施行地に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有する法人（以

下この条において「内国法人」という。）が、租税特別措置法第６６条

の７第４項及び第１０項又は第６８条の９１第４項及び第１０項の規定

の適用を受ける場合には、法第３２１条の８第２４項及び令第４８条の

１２の２に規定するところにより、控除すべき額を前項の規定により申

告納付すべき法人税割額から控除する。

３ 内国法人が、租税特別措置法第６６条の９の３第４項及び第１０項又

は第６８条の９３の３第４項及び第１０項の規定の適用を受ける場合に

は、法第３２１条の８第２５項及び令第４８条の１２の３に規定すると

ころにより、控除すべき額を第１項の規定により申告納付すべき法人税

割額から控除する。

第４７条に次の３項を加える。

１０ 法第３２１条の８第４２項に規定する特定法人である内国法人は、
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第１項の規定により、納税申告書により行うこととされている法人の市

民税の申告については、第１項の規定にかかわらず、同条第４２項及び

施行規則で定めるところにより、納税申告書に記載すべきものとされて

いる事項（次項において「申告書記載事項」という。）を、法第７６２

条第１号に規定する地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ

、地方税共同機構（第１２項において「機構」という。）を経由して行

う方法その他施行規則で定める方法により市長に提供することにより、

行わなければならない。

１１ 前項の規定により行われた同項の申告については、申告書記載事項

が記載された納税申告書により行われたものとみなして、この条例又は

規則の規定を適用する。

１２ 第１０項の規定により行われた同項の申告は、法第７６２条第１号

の機構の使用に係る電子計算機（入出力装置を含む。）に備えられたフ

ァイルへの記録がされた時に同項に規定する市長に到達したものとみな

す。

第５１条第１項中「によって」を「により」に改め、同条第２項中「に

よって」を「により」に改め、同項を同条第４項とし、同条第１項の次に

次の２項を加える。

２ 第４７条第７項の規定は、前項の延滞金額について準用する。この場

合において、同条第７項中「前項の規定にかかわらず、次に掲げる期間

（詐偽その他不正の行為により市民税を免れた法人が法第３２１条の１

１第１項又は第３項の規定による更正があるべきことを予知して提出し

た修正申告書に係る市民税又は令第４８条の１６の２第３項に規定する

市民税にあっては、第１号に掲げる期間に限る。）」とあるのは、「当

該当初申告書の提出により納付すべき税額の納付があった日（その日が

第５１条第１項の法人税額の課税標準の算定期間の末日の翌日以後２月

を経過した日より前である場合には、同日）から第５１条第１項の申告

書の提出期限までの期間」と読み替えるものとする。

３ 第４９条第４項の規定は、第１項の延滞金額について準用する。この

場合において、同条第４項中「前項の規定にかかわらず、次に掲げる期
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間（詐偽その他不正の行為により市民税を免れた法人についてされた当

該増額更正により納付すべき市民税又は令第４８条の１５の５第４項に

規定する市民税にあっては、第１号に掲げる期間に限る。）」とあるの

は、「当該当初申告書の提出により納付すべき税額の納付があった日（

その日が第５１条第１項の法人税額の課税標準の算定期間の末日の翌日

以後２月を経過した日より前である場合には、同日）から第５１条第１

項の申告書の提出期限までの期間」と読み替えるものとする。

第５１条に次の２項を加える。

５ 第４７条第７項の規定は、前項の延滞金額について準用する。この場

合において、同条第７項中「前項の規定にかかわらず、次に掲げる期間

（詐偽その他不正の行為により市民税を免れた法人が法第３２１条の１

１第１項又は第３項の規定による更正があるべきことを予知して提出し

た修正申告書に係る市民税又は令第４８条の１６の２第３項に規定する

市民税にあっては、第１号に掲げる期間に限る。）」とあるのは、「当

該当初申告書の提出により納付すべき税額の納付があった日（その日が

第５１条第４項の連結法人税額の課税標準の算定期間の末日の翌日以後

２月を経過した日より前である場合には、同日）から第５１条第４項の

申告書の提出期限までの期間」と読み替えるものとする。

６ 第４９条第４項の規定は、第４項の延滞金額について準用する。この

場合において、同条第４項中「前項の規定にかかわらず、次に掲げる期

間（詐偽その他不正の行為により市民税を免れた法人についてされた当

該増額更正により納付すべき市民税又は令第４８条の１５の５第４項に

規定する市民税にあっては、第１号に掲げる期間に限る。）」とあるの

は、「当該当初申告書の提出により納付すべき税額の納付があった日（

その日が第５１条第４項の連結法人税額の課税標準の算定期間の末日の

翌日以後２月を経過した日より前である場合には、同日）から第５１条

第４項の申告書の提出期限までの期間」と読み替えるものとする。

第５２条の７中「第２条第２項ただし書」を「第２条第４項ただし書」

に改める。

第５３条第７項中「第１０条の２の１０」を「第１０条の２の１２」に
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改める。

第９２条を第９２条の２とし、第９２条として次の１条を加える。

（製造たばこの区分）

第９２条 製造たばこの区分は、次に掲げるとおりとし、製造たばこ代用

品に係る製造たばこの区分は、当該製造たばこ代用品の性状によるもの

とする。

(1) 喫煙用の製造たばこ

ア 紙巻たばこ

イ 葉巻たばこ

ウ パイプたばこ

エ 刻みたばこ

オ 加熱式たばこ

(2) かみ用の製造たばこ

(3) かぎ用の製造たばこ

第９３条の次に次の１条を加える。

（製造たばことみなす場合）

第９３条の２ 加熱式たばこの喫煙用具であって加熱により蒸気となるグ

リセリンその他の物品又はこれらの混合物を充塡したもの（たばこ事業

法第３条第１項に規定する会社（以下この条において「会社」という。

）、加熱式たばこの喫煙用具であって加熱により蒸気となるグリセリン

その他の物品又はこれらの混合物を充塡したものを製造した特定販売業

者、加熱式たばこの喫煙用具であって加熱により蒸気となるグリセリン

その他の物品又はこれらの混合物を充塡したものを会社又は特定販売業

者から委託を受けて製造した者その他これらに準ずる者として施行規則

第８条の２の２で定める者により売渡し、消費等又は引渡しがされたも

の及び輸入されたものに限る。以下この条及び次条第３項第１号におい

て「特定加熱式たばこ喫煙用具」という。）は、製造たばことみなして

、この節の規定を適用する。この場合において、特定加熱式たばこ喫煙

用具に係る製造たばこの区分は、加熱式たばことする。

第９４条第１項中「第９２条第１項」を「第９２条の２第１項」に改め
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、「消費等」の次に「（以下この条及び第９８条において「売渡し等」と

いう。）」を加え、同条第２項中「前項の製造たばこ」の次に「（加熱式

たばこを除く。）」を加え、「喫煙用の紙巻たばこ」を「紙巻たばこ」に

、「当該右欄」を「同表の右欄」に改め、同項後段を削り、同項の表区分

の欄中「ア パイプたばこ」を「ア 葉巻たばこ」に、「イ 葉巻たばこ

」を「イ パイプたばこ」に改め、同条第４項中「前項」を「前２項」に

改め、「関し、」の次に「第４項の」を、「重量」の次に「又は前項の加

熱式たばこの品目ごとの１個当たりの重量」を加え、同項を同条第６項と

し、同項の前に次の１項を加える。

５ 第３項第２号に掲げる方法により加熱式たばこの重量を紙巻たばこの

本数に換算する場合における計算は、売渡し等に係る加熱式たばこの品

目ごとの１個当たりの重量（同号に規定する加熱式たばこの重量をいう

。）に当該加熱式たばこの品目ごとの数量を乗じて得た重量を合計し、

その合計重量を紙巻たばこの本数に換算する方法により行うものとする

。

第９４条第３項中「前項」を「第２項」に改め、「の重量を」の次に「

紙巻たばこの」を加え、「場合の」を「場合又は第３項第１号に掲げる方

法により同号に規定する加熱式たばこの重量を紙巻たばこの本数に換算す

る場合における」に、「第９２条第１項の売渡し又は同条第２項の売渡し

若しくは消費等」を「売渡し等」に、「同欄に掲げる」を「第９２条に掲

げる」に、「喫煙用の紙巻たばこ」を「紙巻たばこ」に改め、同項を同条

第４項とし、同条第２項の次に次の１項を加える。

３ 加熱式たばこに係る第１項の製造たばこの本数は、第１号に掲げる方

法により換算した紙巻たばこの本数に０．８を乗じて計算した紙巻たば

この本数、第２号に掲げる方法により換算した紙巻たばこの本数に０．

２を乗じて計算した紙巻たばこの本数及び第３号に掲げる方法により換

算した紙巻たばこの本数に０．２を乗じて計算した紙巻たばこの本数の

合計数によるものとする。

(1) 加熱式たばこ（特定加熱式たばこ喫煙用具を除く。）の重量の１グ

ラムをもって紙巻たばこの１本に換算する方法
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(2) 加熱式たばこの重量（フィルターその他の施行規則第１６条の２の

２で定めるものに係る部分の重量を除く。）の０．４グラムをもって

紙巻たばこの０．５本に換算する方法

(3) 次に掲げる加熱式たばこの区分に応じ、それぞれ次に定める金額の

紙巻たばこの１本の金額に相当する金額（所得税法等の一部を改正す

る法律（平成３０年法律第７号）附則第４８条第１項第１号に定める

たばこ税の税率、一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の

確保に係る特別措置に関する法律（平成１０年法律第１３７号）第８

条第１項に規定するたばこ特別税の税率、法第７４条の５に規定する

たばこ税の税率及び法第４６８条に規定するたばこ税の税率をそれぞ

れ１，０００で除して得た金額の合計額を１００分の６０で除して計

算した金額をいう。第８項において同じ。）をもって紙巻たばこの０

．５本に換算する方法

ア 売渡し等の時における小売定価（たばこ事業法第３３条第１項又

は第２項の認可を受けた小売定価をいう。）が定められている加熱

式たばこ 当該小売定価に相当する金額（消費税法（昭和６３年法

律第１０８号）の規定により課されるべき消費税に相当する金額及

び法第２章第３節の規定により課されるべき地方消費税に相当する

金額を除く。）

イ アに掲げるもの以外の加熱式たばこ たばこ税法（昭和５９年法

律第７２号）第１０条第３項第２号ロ及び第４項の規定の例により

算定した金額

第９４条に次の４項を加える。

７ 第３項第３号に掲げる方法により加熱式たばこに係る同号ア又はイに

定める金額を紙巻たばこの本数に換算する場合における計算は、売渡し

等に係る加熱式たばこの品目ごとの１個当たりの同号ア又はイに定める

金額に当該加熱式たばこの品目ごとの数量を乗じて得た金額を合計し、

その合計額を紙巻たばこの本数に換算する方法により行うものとする。

８ 前項の計算に関し、加熱式たばこの品目ごとの１個当たりの第３項第

３号アに定める金額又は紙巻たばこの１本の金額に相当する金額に１銭
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未満の端数がある場合には、その端数を切り捨てるものとする。

９ 第３項各号に掲げる方法により換算した紙巻たばこの本数に同項に規

定する数を乗じて計算した紙巻たばこの本数に１本未満の端数がある場

合には、その端数を切り捨てるものとする。

１０ 前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項

は、施行規則で定めるところによる。

第９５条中「５，２６２円」を「５，６９２円」に改める。

第９６条第３項中「第９２条」を「第９２条の２」に改める。

第９８条中「第９２条第１項の売渡し又は同条第２項の売渡し若しくは

消費等」を「売渡し等」に改める。

附則第４条の２第１項中「第４７条第３項」を「第４７条第５項」に改

め、同条第２項中「第５１条」を「第５１条第１項及び第４項」に、「同

条」を「これら」に改める。

附則第５条第１項中「第５１条に」を「第５１条第１項及び第４項に」

に、「同項」を「前条第２項」に、「同条」を「これらの規定」に改める

。

附則第５条の３第１項中「得た金額」の次に「に１０万円を加算した金

額」を加える。

附則第１０条の２第３項を削り、同条第４項中「附則第１５条第２項第

７号」を「附則第１５条第２項第６号」に改め、同項を同条第３項とし、

同条中第５項を第４項とし、第６項を第５項とし、第７項を第６項とし、

同項の次に次の１項を加える。

７ 法附則第１５条第２９項第１号に規定する条例で定める割合は３分の

２とする。

附則第１０条の２第８項中「附則第１５条第２９項」を「附則第１５条

第２９項第２号」に改める。

附則第１０条の２第１９項中「附則第１５条の８第４項」を「附則第１

５条の８第２項」に改め、同項を同条第２７項とし、同条第１８項を同条

第２５項とし、同項の次に次の１項を加える。

２６ 法附則第１５条第４７項に規定する条例で定める割合は零（生産性
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の向上に重点的に取り組むべき業種として同意導入促進基本計画（生産

性向上特別措置法（平成３０年法律第２５号）第３８条第２項に規定す

る同意導入促進基本計画をいう。）に定める業種に属する事業の用に供

する法附則第１５条第４７項に規定する機械装置等を含む。）とする。

附則第１０条の２中第１７項を第２４項とし、第１６項を第２３項とし

、第１５項を第２２項とし、同条第１４項中「附則第１５条第３２項第２

号ハ」を「附則第１５条第３２項第３号ハ」に改め、同項を同条第２１項

とし、同条第１３項中「附則第１５条第３２項第２号ロ」を「附則第１５

条第３２項第３号ロ」に改め、同項を同条第２０項とし、同条第１２項中

「附則第１５条第３２項第２号イ」を「附則第１５条第３２項第３号イ」

に改め、同項を同条第１９項とし、同条第１１項を同条第１３項とし、同

項の次に次の５項を加える。

１４ 法附則第１５条第３２項第１号ハに規定する設備について同号に規

定する条例で定める割合は３分の２とする。

１５ 法附則第１５条第３２項第１号ニに規定する設備について同号に規

定する条例で定める割合は３分の２とする。

１６ 法附則第１５条第３２項第１号ホに規定する設備について同号に規

定する条例で定める割合は３分の２とする。

１７ 法附則第１５条第３２項第２号イに規定する設備について同号に規

定する条例で定める割合は４分の３とする。

１８ 法附則第１５条第３２項第２号ロに規定する設備について同号に規

定する条例で定める割合は４分の３とする。

附則第１０条の２中第１０項を第１２項とし、同条第９項中「附則第１

５条第３０項」を「附則第１５条第３０項第２号」に改め、同項を同条第

１１項とし、同条第８項の次に次の２項を加える。

９ 法附則第１５条第２９項第３号に規定する条例で定める割合は２分の

１とする。

１０ 法附則第１５条第３０項第１号に規定する条例で定める割合は３分

の２とする。

附則第１０条の３第３項中「附則第１５条の８第３項」を「附則第１５
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条の８第１項」に改め、同項第２号中「附則第１２条第１７項」を「附則

第１２条第８項」に改め、同条第４項中「附則第１５条の８第４項」を「

附則第１５条の８第２項」に、「附則第１２条第２１項第１号ロ」を「附

則第１２条第１２項第１号ロ」に改め、同条第５項中「附則第１５条の８

第５項」を「附則第１５条の８第３項」に改め、同項第２号中「附則第１

２条第２４項」を「附則第１２条第１５項」に、「同条第１７項」を「同

条第８項」に改め、同条第６項中「附則第１２条第２６項」を「附則第１

２条第１７項」に改め、同条第７項中「附則第７条第９項各号」を「附則

第７条第８項各号」に改め、同項第４号中「附則第１２条第３０項」を「

附則第１２条第２１項」に改め、同項第６号中「附則第１２条第３１項」

を「附則第１２条第２２項」に改め、同条第８項中「附則第７条第１０項

各号」を「附則第７条第９項各号」に改め、同項第５号中「附則第１２条

第３８項」を「附則第１２条第２９項」に改め、同条第９項中「附則第７

条第１１項各号」を「附則第７条第１０項各号」に改め、同条第１０項中

「附則第７条第１２項各号」を「附則第７条第１１項各号」に改め、同項

第５号中「附則第１２条第３８項」を「附則第１２条第２９項」に改め、

同条第１１項中「附則第７条第１４項」を「附則第７条第１３項」に、「

附則第１２条第２６項」を「附則第１２条第１７項」に改め、同条に次の

１項を加える。

１２ 法附則第１５条の１１第１項の改修実演芸術公演施設について、同

項の規定の適用を受けようとする者は、同項に規定する利便性等向上改

修工事が完了した日から３月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書

に高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則（平

成１８年国土交通省令第１１０号）第１０条第２項に規定する通知書の

写し及び主として劇場、音楽堂等の活性化に関する法律（平成２４年法

律第４９号）第２条第２項に規定する実演芸術の公演の用に供する施設

である旨を証する書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号（個人

番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称）

(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積
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(3) 家屋が高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行

令（平成１８年政令第３７９号）第５条第３号に規定する劇場若しく

は演芸場又は同条第４号に規定する集会場若しくは公会堂のいずれに

該当するかの別

(4) 家屋の建築年月日及び登記年月日

(5) 利便性等向上改修工事が完了した年月日

(6) 利便性等向上改修工事が完了した日から３月を経過した後に申告書

を提出する場合には、３月以内に提出することができなかった理由

附則第１１条の見出し中「平成２７年度から平成２９年度まで」を「平

成３０年度から平成３２年度まで」に改め、同条第６号中「にあっては」

を「には」に改める。

附則第１１条の２の見出し中「平成２８年度又は平成２９年度」を「平

成３１年度又は平成３２年度」に改め、同条第１項中「平成２８年度分又

は平成２９年度分」を「平成３１年度分又は平成３２年度分」に改め、同

条第２項中「平成２８年度適用土地」を「平成３１年度適用土地」に、「

平成２８年度類似適用土地」を「平成３１年度類似適用土地」に、「平成

２９年度分」を「平成３２年度分」に改める。

附則第１２条の見出し及び同条第１項中「平成２７年度から平成２９年

度まで」を「平成３０年度から平成３２年度まで」に改め、同条第２項中

「平成２７年度から平成２９年度まで」を「平成３０年度から平成３２年

度まで」に、「にあっては」を「には」に改め、同条第３項中「平成２７

年度から平成２９年度まで」を「平成３０年度から平成３２年度まで」に

、「にあっては」を「には」に改め、同条第４項中「平成２７年度から平

成２９年度まで」を「平成３０年度から平成３２年度まで」に、「当該課

税標準額」を「前年度分の固定資産税の課税標準額」に改め、同条第５項

中「平成２７年度から平成２９年度まで」を「平成３０年度から平成３２

年度まで」に改める。

附則第１３条（見出しを含む。）中「平成２７年度から平成２９年度ま

で」を「平成３０年度から平成３２年度まで」に改める。

附則第１５条第１項中「平成２７年度から平成２９年度まで」を「平成
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３０年度から平成３２年度まで」に改め、同条第２項中「平成３０年３月

３１日」を「平成３３年３月３１日」に改める。

附則第１７条の２第３項中「第３７条の７」を「第３７条の６」に、「

第３７条の９の４又は第３７条の９の５」を「第３７条の８又は第３７条

の９」に改める。

附則第３７条中「第１７項」の次に「、第１８項、第２０項」を加え、

「若しくは第４５項」を「、第４５項若しくは第４８項」に改め、同条を

附則第３８条とする。

附則第３６条中「附則第２８条及び第３０条」を「附則第２９条及び第

３１条」に、「附則第２８条及び第３１条」を「附則第２９条及び第３２

条」に、「附則第２９条、第３１条及び第３２条」を「附則第３０条、第

３２条及び第３３条」に、「附則第３１条から第３３条まで」を「附則第

３２条から第３４条までの」に、「附則第３３条」を「附則第３４条」に

、「附則第３４条」を「附則第３５条」に改め、同条を附則第３７条とす

る。

附則第３５条中「附則第３３条」を「附則第３４条」に改め、同条を附

則第３６条とする。

附則第３４条を附則第３５条とする。

附則第３３条（見出しを含む。）中「平成２７年度から平成２９年度ま

で」を「平成３０年度から平成３２年度まで」に改め、同条を附則第３４

条とする。

附則第３２条中「当該商業地等の当該年度分」を「当該商業地等の当該

年度」に、「平成２７年度から平成２９年度まで」を「平成３０年度から

平成３２年度まで」に、「附則第２８条」を「附則第２９条」に改め、同

条を附則第３３条とする。

附則第３１条中「当該商業地等の当該年度分」を「当該商業地等の当該

年度」に、「平成２７年度から平成２９年度まで」を「平成３０年度から

平成３２年度まで」に、「附則第２８条」を「附則第２９条」に 「前年、

度分の都市計画税」を「前年度分の都市計画税の」に改め、同条を附則第

３２条とする。
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附則第３０条中「附則第２８条」を「附則第２９条」に、「平成２７年

度から平成２９年度まで」を「平成３０年度から平成３２年度まで」に、

「にあっては」を「には」に改め、同条を附則第３１条とする。

附則第２９条中「平成２７年度から平成２９年度まで」を「平成３０年

度から平成３２年度まで」に、「にあっては」を「には」に改め、同条を

附則第３０条とする。

附則第２８条の前の見出し及び同条中「平成２７年度から平成２９年度

まで」を「平成３０年度から平成３２年度まで」に、「当該宅地等に係る

当該年度分の都市計画税が」を「当該宅地等に係る当該年度分の都市計画

税額が」に改め、同条を附則第２９条とする。

附則第２７条の次に次の１条を加える。

（改修実演芸術公演施設に対する都市計画税の減額の規定の適用を受け

ようとする者がすべき申告）

第２８条 法附則第１５条の１１第１項の改修実演芸術公演施設について

、同項の規定の適用を受けようとする者は、同項に規定する利便性等向

上改修工事が完了した日から３月以内に、次に掲げる事項を記載した申

告書に高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則

（平成１８年国土交通省令第１１０号）第１０条第２項に規定する通知

書の写し及び主として劇場、音楽堂等の活性化に関する法律（平成２４

年法律第４９号）第２条第２項に規定する実演芸術の公演の用に供する

施設である旨を証する書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号（番号法第２条第５

項に規定する個人番号をいい、当該書類を提出する者の同項に規定す

る個人番号に限る。以下この号において同じ。）又は法人番号（同条

第１５項に規定する法人番号をいう。以下この号において同じ。）（

個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名

称）

(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積

(3) 家屋が高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行

令（平成１８年政令第３７９号）第５条第３号に規定する劇場若しく
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は演芸場又は同条第４号に規定する集会場若しくは公会堂のいずれに

該当するかの別

(4) 家屋の建築年月日及び登記年月日

(5) 利便性等向上改修工事が完了した年月日

(6) 利便性等向上改修工事が完了した日から３月を経過した後に申告書

を提出する場合には、３月以内に提出することができなかった理由

第２条 白石市市税条例（昭和３０年白石市条例第７号）の一部を次のよう

に改正する。

第９４条第３項中「０．８」を「０．６」に、「０．２」を「０．４」

に改める。

附則第１０条の２第２４項中「附則第１５条第４４項」を「附則第１５

条第４３項」に改め、同条第２５項中「附則第１５条第４５項」を「附則

第１５条第４４項」に改め、同条第２６項中「附則第１５条第４７項」を

「附則第１５条第４６項」に改める。

附則第２６条（見出しを含む。）中「附則第１５条第４４項」を「附則

第１５条第４３項」に改める。

附則第２７条（見出しを含む。）中「附則第１５条第４５項」を「附則

第１５条第４４項」に改める。

附則第３８条中「第４４項、第４５項」を「第４３項、第４４項」に、

「第４８項」を「第４７項」に改める。

第３条 白石市市税条例（昭和３０年白石市条例第７号）の一部を次のよう

に改正する。

第９４条第３項中「０．６」を「０．４」に、「０．４」を「０．６」

に改め、同項第３号中「附則第４８条第１項第１号」を「附則第４８条第

１項第２号」に改める。

第９５条中「５，６９２円」を「６，１２２円」に改める。

第４条 白石市市税条例（昭和３０年白石市条例第７号）の一部を次のよう

に改正する。

第９４条第３項中「０．４」を「０．２」に、「０．６」を「０．８」

に改め、同項第３号中「所得税法等の一部を改正する法律（平成３０年法
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律第７号）附則第４８条第１項第２号に定める」を「たばこ税法（昭和５

９年法律第７２号）第１１条第１項に規定する」に改め、同号イ中「（昭

和５９年法律第７２号）」及び「法第４６７条」を削る。

第９５条中「６，１２２円」を「６，５５２円」に改める。

第５条 白石市市税条例（昭和３０年白石市条例第７号）の一部を次のよう

に改正する。

第９３条の２中「及び次条第３項第１号」を削る。

第９４条第３項中「第１号」を「次」に改め、「紙巻たばこの本数に０

．２を乗じて計算した紙巻たばこの本数、第２号に掲げる方法により換算

した紙巻たばこの本数に０．８を乗じて計算した紙巻たばこの本数及び第

３号に掲げる方法により換算した紙巻たばこの本数に０．８を乗じて計算

した」を削り、同項第１号を削り、同項第２号を同項第１号とし、同項第

３号を同項第２号とし、同条第４項中「又は第３項第１号に掲げる方法に

より同号に規定する加熱式たばこの重量を紙巻たばこの本数に換算する場

合」を削り、同条第５項中「第３項第２号」を「第３項第１号」に改め、

同条第７項中「第３項第３号」を「第３項第２号」に改め、同条第８項中

「第３項第３号ア」を「第３項第２号ア」に改め、同条第９項を削り、同

条第１０項を同条第９項とする。

（白石市市税条例等の一部を改正する条例の一部改正）

第６条 白石市市税条例等の一部を改正する条例（平成２７年白石市条例第

３０号）の一部を次のように改正する。

附則第５条第２項中「新条例」を「条例」に改め、同項第３号中「平成

３１年３月３１日」を「平成３１年９月３０日」に改め、同条第４項中「

新条例第９２条第１項」を「条例第９２条の２第１項」に改め、同条第１

３項中「平成３１年４月１日」を「平成３１年１０月１日」に、「１，２

６２円」を「１，６９２円」に改め、同条第１４項の表第５項の部平成２

８年５月２日の項第１３項の欄中「平成３１年４月３０日」を「平成３１

年１０月３１日」に改め、同表第６項の部平成２９年９月３０日の項第１

３項の欄中「平成３１年９月３０日」を「平成３２年３月３１日」に改め

る。
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附 則

（施行期日）

第１条 この条例は、平成３０年４月１日から施行する。ただし、次の各号

に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第１条中白石市市税条例第９２条を第９２条の２とし、第９２条とし

て１条を加える改正規定、同条例第９３条の次に１条を加える改正規定

並びに同条例第９４条から第９６条まで及び第９８条の改正規定並びに

第６条並びに附則第５条から第７条までの規定 平成３０年１０月１日

(2) 第１条中白石市市税条例第２４条第２項の改正規定（「控除対象配偶

者」を「同一生計配偶者」に改める部分に限る。）及び同条例第３５条

の２第１項の改正規定並びに同条例附則第１７条の２第３項の改正規定

並びに次条第１項の規定 平成３１年１月１日

(3) 第２条（次号に掲げる改正規定を除く。）及び附則第４条の規定 平

成３１年４月１日

(4) 第２条中白石市市税条例第９４条第３項の改正規定 平成３１年１０

月１日

(5) 第１条中白石市市税条例第２３条第１項及び第３項並びに第４７条第

１項の改正規定並びに同条に３項を加える改正規定並びに次条第４項の

規定 平成３２年４月１日

(6) 第３条並びに附則第８条及び第９条の規定 平成３２年１０月１日

(7) 第１条中白石市市税条例第２４条第１項第２号の改正規定、同条第２

項の改正規定（第２号に掲げる改正規定を除く。）並びに同条例第３３

条の２及び第３３条の５の改正規定並びに同条例附則第５条の改正規定

並びに次条第２項の規定 平成３３年１月１日

(8) 第４条並びに附則第１０条及び第１１条の規定 平成３３年１０月１

日

(9) 第５条の規定 平成３４年１０月１日

(10) 第１条中白石市市税条例附則第１０条の２第１８項を同条第２５項

とし、同項の次に１項を加える改正規定（同条第２６項に係る部分に限

る。） 生産性向上特別措置法（平成３０年法律第２５号）の施行の日
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(11) 第１条中白石市市税条例附則第３８条の改正規定（「若しくは第４

５項」を「、第４５項若しくは第４８項」に改める部分に限る。） 都

市再生特別措置法等の一部を改正する法律（平成３０年法律第２２号）

の施行の日

（市民税に関する経過措置）

第２条 前条第２号の規定による改正後の白石市市税条例の規定中個人の市

民税に関する部分は、平成３１年度以後の年度分の個人の市民税について

適用し、平成３０年度分までの個人の市民税については、なお従前の例に

よる。

２ 前条第７号に掲げる規定による改正後の白石市市税条例の規定中個人の

市民税に関する部分は、平成３３年度以後の年度分の個人の市民税につい

て適用し、平成３２年度分までの個人の市民税については、なお従前の例

による。

３ 第１条の規定による改正後の白石市市税条例（次項及び次条第１項にお

いて「新条例」という。）第５１条第２項、第３項、第５項及び第６項の

規定は、平成２９年１月１日以後に同条第１項又は第４項の申告書の提出

期限が到来する法人の市民税に係る延滞金について適用する。

４ 新条例第２３条第１項及び第３項並びに第４７条第１０項から第１２項

までの規定は、前条第５号に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年

度分の法人の市民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の市民

税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の市民税及び同日

前に開始した連結事業年度分の法人の市民税については、なお従前の例に

よる。

（固定資産税に関する経過措置）

第３条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する

部分は、平成３０年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成２

９年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

２ 平成２８年４月１日から平成３０年３月３１日までの間に取得された地

方税法等の一部を改正する法律（平成３０年法律第３号。次条において「

改正法」という。）第１条の規定による改正前の地方税法（昭和２５年法
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律第２２６号。以下この条において「旧法」という。）附則第１５条第２

項に規定する施設又は設備に対して課する固定資産税については、なお従

前の例による。

３ 平成２７年４月１日から平成３０年３月３１日までの間に締結された旧

法附則第１５条第２９項に規定する管理協定に係る同項に規定する協定避

難家屋（同項に規定する協定避難用部分に限る。）に対して課する固定資

産税については、なお従前の例による。

４ 平成２７年４月１日から平成３０年３月３１日までの間に締結された旧

法附則第１５条第３０項に規定する管理協定に係る同項に規定する償却資

産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

５ 平成２８年４月１日から平成３０年３月３１日までの間に新たに取得さ

れた旧法附則第１５条第３２項に規定する特定再生可能エネルギー発電設

備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

６ 平成２７年４月１日から平成３０年３月３１日までの間に新築された旧

法附則第１５条の８第２項に規定する貸家住宅の敷地の用に供する土地の

うち同項に規定する旧農地に対して課する固定資産税については、なお従

前の例による。

第４条 平成２９年４月１日から平成３１年３月３１日までの期間（以下こ

の条において「適用期間」という。）に改正法第２条の規定による改正前

の地方税法附則第１５条第４３項に規定する中小事業者等（以下この条に

おいて「中小事業者等」という。）が取得（同項に規定する取得をいう。

以下この条において同じ。）をした同項に規定する機械装置等（以下この

条において「機械装置等」という。）（中小事業者等が、同項に規定する

リース取引（以下この条において「リース取引」という。）に係る契約に

より機械装置等を引き渡して使用させる事業を行う者が適用期間内に取得

をした同項に規定する経営力向上設備等に該当する機械装置等を、適用期

間内にリース取引により引渡しを受けた場合における当該機械装置等を含

む。）に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

（市たばこ税に関する経過措置）

第５条 別段の定めがあるものを除き、附則第１条第１号に掲げる規定の施
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行の日前に課した、又は課すべきであった市たばこ税については、なお従

前の例による。

（手持品課税に係る市たばこ税）

第６条 平成３０年１０月１日前に地方税法第４６５条第１項に規定する売

渡し又は同条第２項に規定する売渡し若しくは消費等（同法第４６９条第

１項第１号及び第２号に規定する売渡しを除く。附則第９条第１項及び第

１１条第１項において「売渡し等」という。）が行われた製造たばこ（白

石市市税条例等の一部を改正する条例（平成２７年白石市条例第３０号）

附則第５条第１項に規定する紙巻たばこ３級品を除く。以下この項及び第

５項において「製造たばこ」という。）を同日に販売のため所持する卸売

販売業者等（附則第１条第１号に掲げる規定による改正後の白石市市税条

例（第４項及び第５項において「３０年新条例」という。）第９２条の２

第１項に規定する卸売販売業者等をいう。以下同じ。）又は小売販売業者

がある場合において、これらの者が所得税法等の一部を改正する法律（平

成３０年法律第７号。附則第９条第１項及び第１１条第１項において「所

得税法等改正法」という。）附則第５１条第１項の規定により製造たばこ

の製造者として当該製造たばこを同日にこれらの者の製造たばこの製造場

から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることと

なるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこ（これら

の者が卸売販売業者等である場合には市の区域内に所在する貯蔵場所、こ

れらの者が小売販売業者である場合には市の区域内に所在する当該製造た

ばこを直接管理する営業所において所持されるものに限る。）を同日に小

売販売業者に売り渡したものとみなして、市たばこ税を課する。この場合

における市たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造

たばこの本数とし、当該市たばこ税の税率は、１，０００本につき４３０

円とする。

２ 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は小売販売業者の営業

所ごとに、地方税法施行規則の一部を改正する省令（平成３０年総務省令

第２４号）別記第２号様式による申告書を平成３０年１０月３１日までに

市長に提出しなければならない。
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３ 前項の規定による申告書を提出した者は、平成３１年４月１日までに、

その申告に係る税金を地方税法施行規則（昭和２９年総理府令第２３号。

以下「施行規則」という。）第３４号の２の５様式による納付書によって

納付しなければならない。

４ 第１項の規定により市たばこ税を課する場合には、前３項に規定するも

ののほか、３０年新条例第１９条、第９８条第４項及び第５項、第１００

条の２並びに第１０１条の規定を適用する。この場合において、次の表の

左欄に掲げる３０年新条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ

同表の右欄に掲げる字句とする。

第１９条 第９８条第１項若しく 白石市市税条例等の一

は第２項、 部を改正する条例（平

成３０年白石市条例第

１９号。以下この条及

び第２章第４節におい

て「平成３０年改正条

例」という。）附則第

６条第３項、

第１９条第２号 第９８条第１項若しく 平成３０年改正条例附

は第２項 則第６条第２項

第１９条第３号 第８１条の６第１項の 平成３０年改正条例附

申告書、第９８条第１ 則第６条第３項の納期

項若しくは第２項の申 限

告書又は第１３９条第

１項の申告書でその提

出期限

第９８条第４項 施行規則第３４号の２ 地方税法施行規則の一
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様式又は第３４号の２ 部を改正する省令（平

の２様式 成３０年総務省令第２

４号）別記第２様式

第９８条第５項 第１項又は第２項 平成３０年改正条例附

則第６条第３項

第１００条の２第１項 第９８条第１項又は第 平成３０年改正条例附

２項 則第６条第２項

当該各項 同項

第１０１条第２項 第９８条第１項又は第 平成３０年改正条例附

２項 則第６条第３項

５ ３０年新条例第９９条の規定は、販売契約の解除その他やむを得ない理

由により、市の区域内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造

たばこのうち、第１項の規定により市たばこ税を課された、又は課される

べきものの返還を受けた卸売販売業者等について準用する。この場合にお

いて、当該卸売販売業者等は、施行規則第１６条の２の５又は第１６条の

４の規定により、これらの規定に規定する申告書に添付すべき施行規則第

１６号の５様式による書類中「返還の理由及びその他参考となるべき事項

」欄に、当該控除又は還付を受けようとする製造たばこについて第１項の

規定により市たばこ税が課された、又は課されるべきであった旨を証する

に足りる書類に基づいて、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの本数を

記載した上で同様式による書類をこれらの申告書に添付しなければならな

い。

（手持品課税に係る市たばこ税に関する経過措置）

第７条 平成３０年１０月１日から平成３１年９月３０日までの間における

前条第４項の規定の適用については、同項の表第１９条第３号の項中「第
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８１条の６第１項の申告書、第９８条第１項」とあるのは、「第９８条第

１項」とする。

（市たばこ税に関する経過措置）

第８条 別段の定めがあるものを除き、附則第１条第６号に掲げる規定の施

行の日前に課した、又は課すべきであった市たばこ税については、なお従

前の例による。

（手持品課税に係る市たばこ税）

第９条 平成３２年１０月１日前に売渡し等が行われた製造たばこを同日に

販売のため所持する卸売販売業者等又は小売販売業者がある場合において

、これらの者が所得税法等改正法附則第５１条第９項の規定により製造た

ばこの製造者として当該製造たばこを同日にこれらの者の製造たばこの製

造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されるこ

ととなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこ（こ

れらの者が卸売販売業者等である場合には市の区域内に所在する貯蔵場所

、これらの者が小売販売業者である場合には市の区域内に所在する当該製

造たばこを直接管理する営業所において所持されるものに限る。）を同日

に小売販売業者に売り渡したものとみなして、市たばこ税を課する。この

場合における市たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる

製造たばこの本数とし、当該市たばこ税の税率は、１，０００本につき４

３０円とする。

２ 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は小売販売業者の営業

所ごとに、地方税法施行規則の一部を改正する省令（平成３０年総務省令

第２５号。附則第１１条第２項において「平成３０年改正規則」という。

）別記第２号様式による申告書を平成３２年１１月２日までに市長に提出

しなければならない。

３ 前項の規定による申告書を提出した者は、平成３３年３月３１日までに

、その申告に係る税金を施行規則第３４号の２の５様式による納付書によ

って納付しなければならない。

４ 第１項の規定により市たばこ税を課する場合には、前３項に規定するも

ののほか、第３条の規定による改正後の白石市市税条例（以下この項及び
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次項において「３２年新条例」という。）第１９条、第９８条第４項及び

第５項、第１００条の２並びに第１０１条の規定を適用する。この場合に

おいて、次の表の左欄に掲げる３２年新条例の規定中同表の中欄に掲げる

字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第１９条 第９８条第１項若しく 白石市市税条例等の一

は第２項、 部を改正する条例（平

成３０年白石市条例第

１９号。以下この条及

び第２章第４節におい

て「平成３０年改正条

例」という。）附則第

９条第３項、

第１９条第２号 第９８条第１項若しく 平成３０年改正条例附

は第２項 則第９条第２項

第１９条第３号 第８１条の６第１項の 平成３０年改正条例附

申告書、第９８条第１ 則第９条第３項の納期

項若しくは第２項の申 限

告書又は第１３９条第

１項の申告書でその提

出期限

第９８条第４項 施行規則第３４号の２ 地方税法施行規則の一

様式又は第３４号の２ 部を改正する省令（平

の２様式 成３０年総務省令第２

５号）別記第２様式

第９８条第５項 第１項又は第２項 平成３０年改正条例附
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則第９条第３項

第１００条の２第１項 第９８条第１項又は第 平成３０年改正条例附

２項 則第９条第２項

当該各項 同項

第１０１条第２項 第９８条第１項又は第 平成３０年改正条例附

２項 則第９条第３項

５ ３２年新条例第９９条の規定は、販売契約の解除その他やむを得ない理

由により、市の区域内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造

たばこのうち、第１項の規定により市たばこ税を課された、又は課される

べきものの返還を受けた卸売販売業者等について準用する。この場合にお

いて、当該卸売販売業者等は、施行規則第１６条の２の５又は第１６条の

４の規定により、これらの規定に規定する申告書に添付すべき施行規則第

１６号の５様式による書類中「返還の理由及びその他参考となるべき事項

」欄に、当該控除又は還付を受けようとする製造たばこについて第１項の

規定により市たばこ税が課された、又は課されるべきであった旨を証する

に足りる書類に基づいて、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの本数を

記載した上で同様式による書類をこれらの申告書に添付しなければならな

い。

（市たばこ税に関する経過措置）

第１０条 別段の定めがあるものを除き、附則第１条第８号に掲げる規定の

施行の日前に課した、又は課すべきであった市たばこ税については、なお

従前の例による。

（手持品課税に係る市たばこ税）

第１１条 平成３３年１０月１日前に売渡し等が行われた製造たばこを同日

に販売のため所持する卸売販売業者等又は小売販売業者がある場合におい

て、これらの者が所得税法等改正法附則第５１条第１１項の規定により製
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造たばこの製造者として当該製造たばこを同日にこれらの者の製造たばこ

の製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課され

ることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこ

（これらの者が卸売販売業者等である場合には市の区域内に所在する貯蔵

場所、これらの者が小売販売業者である場合には市の区域内に所在する当

該製造たばこを直接管理する営業所において所持されるものに限る。）を

同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、市たばこ税を課する。

この場合における市たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなさ

れる製造たばこの本数とし、当該市たばこ税の税率は、１，０００本につ

き４３０円とする。

２ 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は小売販売業者の営業

所ごとに、平成３０年改正規則別記第２号様式による申告書を平成３３年

１１月１日までに市長に提出しなければならない。

３ 前項の規定による申告書を提出した者は、平成３４年３月３１日までに

、その申告に係る税金を施行規則第３４号の２の５様式による納付書によ

って納付しなければならない。

４ 第１項の規定により市たばこ税を課する場合には、前３項に規定するも

ののほか、第４条の規定による改正後の白石市市税条例（以下この項及び

次項において「３３年新条例」という。）第１９条、第９８条第４項及び

第５項、第１００条の２並びに第１０１条の規定を適用する。この場合に

おいて、次の表の上欄に掲げる３３年新条例の規定中同表の中欄に掲げる

字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第１９条 第９８条第１項若しく 白石市市税条例等の一

は第２項、 部を改正する条例（平

成３０年白石市条例第

１９号。以下この条及

び第２章第４節におい

て「平成３０年改正条

例」という。）附則第
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１１条第３項、

第１９条第２号 第９８条第１項若しく 平成３０年改正条例附

は第２項 則第１１条第２項

第１９条第３号 第８１条の６第１項の 平成３０年改正条例附

申告書、第９８条第１ 則第１１条第３項の納

項若しくは第２項の申 期限

告書又は第１３９条第

１項の申告書でその提

出期限

第９８条第４項 施行規則第３４号の２ 地方税法施行規則の一

様式又は第３４号の２ 部を改正する省令（平

の２様式 成３０年総務省令第２

５号）別記第２様式

第９８条第５項 第１項又は第２項 平成３０年改正条例附

則第１１条第３項

第１００条の２第１項 第９８条第１項又は第 平成３０年改正条例附

２項 則第１１条第２項

当該各項 同項

第１０１条第２項 第９８条第１項又は第 平成３０年改正条例附

２項 則第１１条第３項

５ ３３年新条例第９９条の規定は、販売契約の解除その他やむを得ない理

由により、市の区域内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造
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たばこのうち、第１項の規定により市たばこ税を課された、又は課される

べきものの返還を受けた卸売販売業者等について準用する。この場合にお

いて、当該卸売販売業者等は、施行規則第１６条の２の５又は第１６条の

４の規定により、これらの規定に規定する申告書に添付すべき施行規則第

１６号の５様式による書類中「返還の理由及びその他参考となるべき事項

」欄に、当該控除又は還付を受けようとする製造たばこについて第１項の

規定により市たばこ税が課された、又は課されるべきであった旨を証する

に足りる書類に基づいて、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの本数を

記載した上で同様式による書類をこれらの申告書に添付しなければならな

い。

（都市計画税に関する経過措置）

第１２条 この条例による改正後の白石市市税条例の規定は、平成３０年度

以後の年度分の都市計画税について適用し、平成２９年度分までの都市計

画税については、なお従前の例による。
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第３８号議案

専決処分の承認を求めることについて

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、次のと

おり専決処分したので、同条第３項の規定によりこれを報告し、承認を求める。

白石市国民健康保険税条例の一部を改正する条例（専決第２号）

（平成３０年３月３１日専決）

平成３０年６月１１日

白石市長 山 田 裕 一
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白石市国民健康保険税条例の一部を改正する条例

白石市国民健康保険税条例（昭和３０年白石市条例第１０号）の一部を次

のように改正する。

第２条第１項を次のように改める。

前条の者に対して課する国民健康保険税の課税額は、世帯主及びその世

帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した次に掲げる額の合算額

とする。

(1) 基礎課税額（国民健康保険税のうち、国民健康保険に関する特別会計

において負担する国民健康保険事業に要する費用（国民健康保険法（昭

和３３年法律第１９２号）の規定による国民健康保険事業費納付金（以

下この条において「国民健康保険事業費納付金」という。）の納付に要

する費用のうち、県の国民健康保険に関する特別会計において負担する

高齢者の医療の確保に関する法律（昭和５７年法律第８０号）の規定に

よる後期高齢者支援金等（以下この条において「後期高齢者支援金等」

という。）及び介護保険法（平成９年法律第１２３号）の規定による納

付金（以下この条において「介護納付金」という。）の納付に要する費

用に充てる部分を除く。）に充てるための国民健康保険税の課税額をい

う。以下同じ。）

後期高齢者支援金等課税額（国民健康保険税のうち、国民健康保険事(2)

業費納付金の納付に要する費用（県の国民健康保険に関する特別会計に

おいて負担する後期高齢者支援金等の納付に要する費用に充てる部分に

限る。）に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。）

介護納付金課税被保険者（国民健康保険の被保険者のうち、介護保険(3)

法第９条第２号に規定する第二号被保険者であるものをいう。以下同じ

。）につき算定した介護納付金課税額（国民健康保険税のうち、国民健

康保険事業費納付金の納付に要する費用（県の国民健康保険に関する特

別会計において負担する介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に

限る。）に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。）

第２条第２項中「前項」の次に「第１号」を加え、同項ただし書中「５４

万円」を「５８万円」に改め、同条第３項中「第１項」の次に「第２号」を
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加え、同条第４項中「第１項」の次に「第３号」を加え、「（国民健康保険

の被保険者のうち介護保険法第９条第２号に規定する被保険者であるものを

いう。以下同じ。）」を削る。

第５条の２第１号中「（昭和３３年法律第１９２号）」を削る。

第２３条第１項中「５４万円」を「５８万円」に改め、同項第２号中「２

７万円」を「２７万５，０００円」に改め、同項第３号中「４９万円」を「

５０万円」に改める。

第２４条の２第２項中「申告書を提出する場合には」を「申告書の提出に

当たり」に改め、「書類」の次に「の提示を求められた場合には、これら」

を加える。

第２６条第１項第３号イ中「（昭和５７年法律第８０号）」を削る。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、平成３０年４月１日から施行する。

（適用区分）

２ この条例による改正後の白石市国民健康保険税条例の規定は、平成３０

年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成２９年度分まで

の国民健康保険税については、なお従前の例による。
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第３９号議案

専決処分の承認を求めることについて

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、次のと

おり専決処分したので、同条第３項の規定によりこれを報告し、承認を求める。

白石市心身障害者医療費の助成に関する条例及び白石市母子・父子

家庭医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例（専決第３号

）

（平成３０年３月３１日専決）

平成３０年６月１１日

白石市長 山 田 裕 一
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白石市心身障害者医療費の助成に関する条例及び白石市母子・父子家

庭医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例

（白石市心身障害者医療費の助成に関する条例の一部改正）

第１条 白石市心身障害者医療費の助成に関する条例（平成１７年白石市条

例第１９号）の一部を次のように改正する。

第３条第１項第３号中「高齢者の医療の確保に関する法律（昭和５７年

法律第８０号」の次に「。以下「法」という。」を、「第１項」及び「第

２項」の次に「（法第５５条の２第２項において準用する場合を含む。）

」を加え、同条第２項第１号中「控除対象配偶者」を「同一生計配偶者」

に改める。

（白石市母子・父子家庭医療費の助成に関する条例の一部改正）

第２条 白石市母子・父子家庭医療費の助成に関する条例（昭和５８年白石

市条例第２５号）の一部を次のように改正する。

第３条第２項第３号中「控除対象配偶者」を「同一生計配偶者」に改め

る。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、平成３０年４月１日から施行する。ただし、第１条中白石

市心身障害者医療費の助成に関する条例第３条第２項第１号の改正規定及

び第２条の改正規定は、平成３１年１月１日から施行する。

（経過措置）

２ 第１条の規定による改正後の白石市心身障害者医療費の助成に関する条

例第３条第２項第１号の規定は、平成３１年１０月以後の月分の心身障害

者医療費の助成の支給要件について適用し、同年９月以前の月分の助成の

支給要件については、なお従前の例による。

３ 第２条の規定による改正後の白石市母子・父子家庭医療費の助成に関す

る条例第３条第２項第３号の規定は、平成３１年１０月以後の月分の母子

・父子家庭医療費の助成の支給要件について適用し、同年９月以前の月分

の助成の支給要件については、なお従前の例による。
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第４０号議案

専決処分の承認を求めることについて

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、次のと

おり専決処分したので、同条第３項の規定によりこれを報告し、承認を求める。

白石市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例（専決第

４号）

（平成３０年３月３１日専決）

平成３０年６月１１日

白石市長 山 田 裕 一
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白石市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例

白石市後期高齢者医療に関する条例（平成２０年白石市条例第１４号）の

一部を次のように改正する。

第３条第２号中「第５５条第１項」の次に「（法第５５条の２第２項にお

いて準用する場合を含む。）」を加え、「同項」を「法第５５条第１項」に

改め、同条第３号中「第５５条第２項第１号」の次に「（法第５５条の２第

２項において準用する場合を含む。）」を加え、同条第４号中「第５５条第

２項第２号」の次に「（法第５５条の２第２項において準用する場合を含む

。）」を加え、同条に次の１号を加える。

(5) 法第５５条の２第１項の規定の適用を受ける被保険者であって、国民

健康保険法（昭和３３年法律第１９２号）第１１６条の２第１項及び第

２項の規定の適用を受け、これらの規定により市に住所を有するものと

みなされた国民健康保険の被保険者であった被保険者

附 則

この条例は、平成３０年４月１日から施行する。
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第４１号議案

専決処分の承認を求めることについて

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、次のと

おり専決処分したので、同条第３項の規定によりこれを報告し、承認を求める。

白石市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関

する基準等を定める条例等の一部を改正する条例（専決第５号）

（平成３０年３月３１日専決）

平成３０年６月１１日

白石市長 山 田 裕 一
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白石市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する

基準等を定める条例等の一部を改正する条例

（白石市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基

準等を定める条例の一部改正）

第１条 白石市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関す

る基準等を定める条例（平成２５年白石市条例第１２号）の一部を次のよ

うに改正する。

目次中「第５節 指定療養通所介護の事業の基本方針並びに人員、設備

「第５節 共生型地域密着型サービスに関する基及び運営に関する基準」を 第６節 指定療養通所介護の事業の基本方針並

準（第６０条の１９の２・第６０条の１９の３） に改める。びに人員、設備及び運営に関する基準 」

第１条を次のように改める。

（趣旨）

第１条 この条例は、介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」

という。）第７８条の２第１項及び第４項第１号、第７８条の２の２第

１項各号並びに第７８条の４第１項及び第２項の規定に基づき、指定地

域密着型サービスの事業者の指定の基準並びに事業の人員、設備及び運

営に関する基準を定めるものとする。

第２条中第６号を第７号とし、第５号の次に次の１号を加える。

(6) 共生型地域密着型サービス 法第７８条の２の２第１項の申請に係

る法第４２条の２第１項本文の指定を受けた者による指定地域密着型

サービスをいう。

第３条第３項を次のように改める。

３ 法第７８条の２第４項第１号（法第７８条の１２において読み替えて

準用する法第７０条の２第４項において準用する場合及び法第７８条の

１４第３項において準用する場合を含む。）に規定する条例で定める者

は、法人又は病床を有する診療所を開設している者（複合型サービス（

看護小規模多機能型居宅介護に限る。）に係る指定の申請を行う場合に

限る。）とする（白石市暴力団排除条例（平成２４年白石市条例第２６

号）第２条第４号ウに該当する者を除く。）。
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第４条を次のように改める。

（暴力団員等の排除）

第４条 指定地域密着型サービス事業所の管理者その他これに準ずる者は

、白石市暴力団排除条例第２条第４号ア又はイに該当する者であっては

ならない。

２ 指定地域密着型サービス事業所は、白石市暴力団排除条例第２条第４

号に該当する者がその事業活動に支配的な影響力を有するものであって

はならない。

第６条第１号中「第９条第２項」を「第８条第２項」に改め、「定める

者」の次に「（介護保険法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号。以下

「施行規則」という。）第２２条の２３第１項に規定する介護職員初任者

研修課程を修了した者に限る。）」を加える。

第７条第２項中「その他市長が定める者」を「その他厚生労働大臣が定

める者」に、「３年以上」を「１年以上（特に業務に従事した経験が必要

な者として厚生労働大臣が定めるものにあっては、３年以上）」に改め、

同条第５項中「次の各号」を「次」に改め、「、午後６時から午前８時ま

での間において」を削り、同項第１１号の次に次の１号を加える。

(12) 介護医療院

第７条第６項中「当該定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所」を「

当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所」に改め、同条第７項

中「午後６時から午前８時までの間は、当該」を「当該」に改め、同条第

８項中「、午後６時から午前８時までの間は」を削り、同条第１２項中「

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める

条例（平成２４年宮城県条例第８７号。以下「県指定居宅サービス等基準

条例」という。）第２９条第１項に規定する人員に関する基準（同項第１

号の指定訪問看護ステーションが有しなければならない看護職員に係る基

準に限る。）を満たすとき（同条第４項の規定により同条第１項に規定す

る基準を満たしているものとみなされているとき及び第１９２条第１０項

の規定により同条第４項に規定する基準を満たしているものとみなされて

いるときを除く。）」を「指定居宅サービス等基準第６０条第１項第１号
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イに規定する人員に関する基準を満たすとき（同条第５項の規定により同

条第１項第１号イ及び第２号に規定する基準を満たしているものとみなさ

れているとき及び第１９２条第１４項の規定により同条第４項に規定する

基準を満たしているものとみなされているときを除く。）」に改める。

第１７条中「介護保険法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号。以下

「施行規則」という。）」を「施行規則」に改める。

第２６条第３項及び第４項中「第１１項」を「第１０項」に改める。

第２７条第２項中「及び利用者」を「並びに利用者」に改める。

第２９条（見出しを含む。）中「市長」を「市」に改める。

第３３条第３項中「午後６時から午前８時までの間に行われる」を削り

、「勘案し」を「勘案して」に改める。

第４０条第１項中「市の職員」を「市の職員（当該指定定期巡回・随時

対応型訪問介護看護事業所が市の区域外に所在する場合は、その所在する

市町村の職員）」に、「３月」を「６月」に改め、同条第４項中「指定定

期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供する場合には」の次に「、正当な

理由がある場合を除き」を加え、「行うよう努めなければならない」を「

行わなければならない」に改める。

第４７条第１項中「定める者」の次に「（施行規則第２２条の２３第１

項に規定する介護職員初任者研修課程を修了した者に限る。）」を加える

。

第４８条第１項第１号及び第３号中「当該夜間対応型訪問介護事業所」

を「当該指定夜間対応型訪問介護事業所」に改め、同条第２項中「その他

市長が定める者」を「その他厚生労働大臣が定める者」に、「３年以上」

を「１年以上（特に業務に従事した経験が必要な者として厚生労働大臣が

定めるものにあっては、３年以上）」に改める。

第５７条第３項中「当該夜間対応型訪問介護事業所」を「当該指定夜間

対応型訪問介護事業所」に改める。

第６０条の３ただし書中「ただし」の次に「、当該管理者は」を加える

。

第６０条の８第４号中「指定地域密着型通所介護従業者」を「地域密着
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型通所介護従業者」に改め、同条第６号中「提供する」を「提供するもの

とする」に、「特に」を「この場合において、特に」に、「法第５条の２

」を「法第５条の２第１項」に改める。

第６０条の９第５項中「指定地域密着型通所介護従業者」を「地域密着

型通所介護従業者」に改める。

第６０条の１６第１項中「指定地域密着型通所介護事業所が所在する市

町村の職員」を「市の職員（当該指定地域密着型通所介護事業所が市の区

域外に所在する場合は、その所在する市町村の職員）」に改める。

第６０条の１８第２項第３号中「市長」を「市」に改める。

第３章の２中第５節を第６節とし、第４節の次に次の１節を加える。

第５節 共生型地域密着型サービスに関する基準

（共生型地域密着型通所介護の基準）

第６０条の１９の２ 地域密着型通所介護に係る共生型地域密着型サービ

ス（以下この条及び次条において「共生型地域密着型通所介護」という

。）の事業を行う指定生活介護事業者（障害者の日常生活及び社会生活

を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等

の人員、設備及び運営に関する基準（平成１８年厚生労働省令第１７１

号。以下この条において「指定障害福祉サービス等基準」という。）第

７８条第１項に規定する指定生活介護事業者をいう。）、指定自立訓練

（機能訓練）事業者（指定障害福祉サービス等基準第１５６条第１項に

規定する指定自立訓練（機能訓練）事業者をいう。）、指定自立訓練（

生活訓練）事業者（指定障害福祉サービス等基準第１６６条第１項に規

定する指定自立訓練（生活訓練）事業者をいう。）、指定児童発達支援

事業者（児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運

営に関する基準（平成２４年厚生労働省令第１５号。以下この条におい

て「指定通所支援基準」という。）第５条第１項に規定する指定児童発

達支援事業者をいい、主として重症心身障害児（児童福祉法（昭和２２

年法律第１６４号）第７条第２項に規定する重症心身障害児をいう。以

下この条において同じ。）を通わせる事業所において指定児童発達支援

（指定通所支援基準第４条に規定する指定児童発達支援をいう。第１号
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において同じ。）を提供する事業者を除く。）及び指定放課後等デイサ

ービス事業者（指定通所支援基準第６６条第１項に規定する指定放課後

等デイサービス事業者をいい、主として重症心身障害児を通わせる事業

所において指定放課後等デイサービス（指定通所支援基準第６５条に規

定する指定放課後等デイサービスをいう。）を提供する事業者を除く。

）が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。

(1) 指定生活介護事業所（指定障害福祉サービス等基準第７８条第１項

に規定する指定生活介護事業所をいう。）、指定自立訓練（機能訓練

）事業所（指定障害福祉サービス等基準第１５６条第１項に規定する

指定自立訓練（機能訓練）事業所をいう。）、指定自立訓練（生活訓

練）事業所（指定障害福祉サービス等基準第１６６条第１項に規定す

る指定自立訓練（生活訓練）事業所をいう。）、指定児童発達支援事

業所（指定通所支援基準第５条第１項に規定する指定児童発達支援事

業所をいう。）又は指定放課後等デイサービス事業所（指定通所支援

基準第６６条第１項に規定する指定放課後等デイサービス事業所をい

う。）（以下この号において「指定生活介護事業所等」という。）の

従業者の員数が、当該指定生活介護事業所等が提供する指定生活介護

（指定障害福祉サービス等基準第７７条に規定する指定生活介護をい

う。）、指定自立訓練（機能訓練）（指定障害福祉サービス等基準第

１５５条に規定する指定自立訓練（機能訓練）をいう。）、指定自立

訓練（生活訓練）（指定障害福祉サービス等基準第１６５条に規定す

る指定自立訓練（生活訓練）をいう。）、指定児童発達支援又は指定

放課後等デイサービス（以下この号において「指定生活介護等」とい

う。）の利用者の数を指定生活介護等の利用者及び共生型地域密着型

通所介護の利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定生

活介護事業所等として必要とされる数以上であること。

(2) 共生型地域密着型通所介護の利用者に対して適切なサービスを提供

するため、指定地域密着型通所介護事業所その他の関係施設から必要

な技術的支援を受けていること。

（準用）
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第６０条の１９の３ 第１０条から第１４条まで、第１６条から第１９条

まで、第２１条、第２３条、第２９条、第３５条から第３９条まで、第

４２条、第５４条及び第６０条の１、第６０条の３、第６０条の４第４

項並びに前節（第６０条の１９を除く。）の規定は、共生型地域密着型

通所介護の事業について準用する。この場合において、第１０条第１項

中「第３２条に規定する運営規程」とあるのは「運営規程（第６０条の

１１に規定する運営規程をいう。第３５条において同じ。）」と、「定

期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「共生型地域密着

型通所介護の提供に当たる従業者（以下「共生型地域密着型通所介護従

業者」という。）」と、第３５条中「定期巡回・随時対応型訪問介護看

護従業者」とあるのは「共生型地域密着型通所介護従業者」と、第６０

条の４第４項中「前項ただし書の場合（指定地域密着型通所介護事業者

が第１項の設備を利用し、夜間及び深夜に指定地域密着型通所介護以外

のサービスを提供する場合に限る。）」とあるのは「共生型地域密着型

通所介護事業者が共生型地域密着型通所介護事業所の設備を利用し、夜

間及び深夜に共生型地域密着型通所介護以外のサービスを提供する場合

」と、第６０条の８第４号、第６０条の９第５項及び第６０条の１２第

３項中「地域密着型通所介護従業者」とあるのは「共生型地域密着型通

所介護従業者」と、第６０条の１８第２項第２号中「次条において準用

する第２１条第２項」とあるのは「第２１条第２項」と、同項第３号中

「次条において準用する第２９条」とあるのは「第２９条」と、同項第

４号中「次条において準用する第３９条第２項」とあるのは「第３９条

第２項」と読み替えるものとする。

「第５節 指定療養通所介護の事業の基本方針並びに人員、設備及び運

営に関する基準」を「第６節 指定療養通所介護の事業の基本方針並びに

人員、設備及び運営に関する基準」に改める。

第６０条の２３第１項ただし書中「ただし」の次に「、当該管理者は」

を加える。

第６０条の２４中「９人」を「１８人」に改める。

第６０条の２５第４項中「療養通所介護以外」を「指定療養通所介護以
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外」に改め、「当該サービスの内容を」の次に「当該サービスの提供の開

始前に」を加える。

第６０条の２６第１項中「運営規程」を「重要事項に関する規程」に改

める。

第６０条の３３中「重要事項に関する規程」の次に「（以下この節にお

いて「運営規程」という。）」を加える。

第６０条の３６第２項第４号中「市長」を「市」に改める。

第６０条の３７中「第３５条中」の次に「「運営規程」とあるのは「第

６０条の３３に規定する重要事項に関する規程」と、」を加える。

第６２条第１項中「介護老人保健施設」の次に「、介護医療院」を、「

併設されていない事業所において行われる指定認知症対応型通所介護をい

う。」の次に「以下同じ。」を加える。

第６６条第１項中「指定地域密着型介護老人福祉施設」の次に「（ユニ

ット型指定地域密着型介護老人福祉施設（第１７９条に規定するユニット

型指定地域密着型介護老人福祉施設をいう。以下この項において同じ。）

を除く。）」を加え、「３人以下とする」を「３人以下とし、ユニット型

指定地域密着型介護老人福祉施設においてはユニットごとに当該ユニット

型指定地域密着型介護老人福祉施設の入居者の数と当該共用型指定認知症

対応型通所介護の利用者の数の合計が１日当たり１２人以下となる数とす

る」に改め、同条第２項中「指定居宅介護支援」の次に「（法第４６条第

１項に規定する指定居宅介護支援をいう。）」を加え、「第８３条第７項

」を「第８３条第７項及び第１９２条第８項」に改める。

第７２条第１項中「及び次条」を削る。

第８３条第１項中「及び当該」を「並びに当該」に、「サテライト型指

定小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の居宅において行う指定小規模

多機能型居宅介護を含む」を「サテライト型指定小規模多機能型居宅介護

事業所及び第１９２条第８項に規定するサテライト型指定看護小規模多機

能型居宅介護事業所の登録者の居宅において行う指定小規模多機能型居宅

介護を含む」に改め、同条第６項の表当該指定小規模多機能型居宅介護事

業所に中欄に掲げる施設等のいずれかが併設されている場合の項中欄中「
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又は指定介護療養型医療施設」を「、指定介護療養型医療施設」に改め、

「診療所であるものに限る。）」の次に「又は介護医療院」を加え、同条

第７項中「（以下」の次に「この章において」を加える。

第８４条第３項中「介護老人保健施設」の次に「、介護医療院」を加え

る。

第８５条中「介護老人保健施設」の次に「、介護医療院」を加え、「従

業者若しくは訪問介護員等」を「従業者又は訪問介護員等」に改める。

第９３条第６号中「前項」を「前号」に改める。

第９５条中「国民健康保険団体連合会」を「市（法第４２条の２第９項

において準用する法第４１条第１０項の規定により法第４２条の２第８項

の規定による審査及び支払に関する事務を国民健康保険団体連合会に委託

している場合にあっては、当該国民健康保険団体連合会）」に改める。

第９７条第３項中「行わなくてはならない」を「行わなければならない

」に改める。

第１０４条第１項中「おかねばならない」を「おかなければならない」

に改め、同条第３項中「介護老人保健施設」の次に「、介護医療院」を加

える。

第１１１条第５項ただし書中「ただし」の次に「、当該計画作成担当者

は」を加える。

第１１２条第２項中「介護老人保健施設」の次に「、介護医療院」を加

える。

第１１３条中「介護老人保健施設」の次に「、介護医療院」を加え、「

従業者若しくは訪問介護員等」を「従業者又は訪問介護員等」に、「厚生

労働省」を「厚生労働大臣」に改める。

第１１８条中第７項を第８項とし、第６項の次に次の１項を加える。

７ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図

るため、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を３月に１回

以上開催するとともに、その結果について、介護従業者その他の従業

者に周知徹底を図ること。
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(2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。

(3) 介護従業者その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための

研修を定期的に実施すること。

第１２４条第１項及び第２項中「介護従業者」を「従業者」に改める。

第１２６条第３項中「介護老人保健施設」の次に「、介護医療院」を加

える。

第１３１条第４項中「看護職員のうち１人以上及び介護職員のうち１人

以上」を「看護職員及び介護職員のうちそれぞれ１人以上」に改め、「介

護老人保健施設」の次に「、介護医療院」を加え、同条第５項及び同条第

６項中「当該地域密着型特定施設」を「当該指定地域密着型特定施設」に

改め、同条第７項第１号中「若しくは作業療法士」を「、作業療法士若し

くは言語聴覚士」に改め、同項に次の１号を加える。

(3) 介護医療院 介護支援専門員

第１３９条中第６項を第７項とし、第５項の次に次の１項を加える。

６ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、身体的拘束等の適

正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を３月に１回

以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者

に周知徹底を図ること。

(2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。

(3) 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研

修を定期的に実施すること。

第１５２条第３項中「この条」を「この項」に、「）及び」を「）に」

に、「指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準（平成２

４年宮城県条例第８８号。以下「指定介護老人福祉施設基準」という。）

第１８条に規定するユニット型指定介護老人福祉施設をいう。）を併設す

る場合」を「指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準（

平成１１年厚生省令第３９号。以下「指定介護老人福祉施設基準」という

。）第３８条に規定するユニット型指定介護老人福祉施設をいう。以下こ

の項において同じ。）を併設する場合の指定地域密着型介護老人福祉施設
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及びユニット型指定介護老人福祉施設の介護職員及び看護職員（指定介護

老人福祉施設基準第４７条第２項の規定に基づき配置される看護職員に限

る。）」に、「及びユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設を併設す

る場合」を「にユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設を併設する場

合の指定地域密着型介護老人福祉施設及びユニット型指定地域密着型介護

老人福祉施設」に改め、同条第４項中「介護老人保健施設」の次に「、介

護医療院」を加え、同条第８項第２号中「若しくは作業療法士」を「、作

業療法士若しくは言語聴覚士」に改め、同項に次の１号を加える。

(4) 介護医療院 栄養士又は介護支援専門員

第１５２条第１７項中「この場合にあって、」を「この場合において、

」に改める。

第１５４条中「介護老人保健施設」の次に「若しくは介護医療院」を加

える。

第１５７条第３項第３号及び第４号中「入所者が選定する」を「厚生労

働大臣の定める基準に基づき入所者が選定する」に改める。

第１５８条中第６項を第７項とし、第５項の次に次の１項を加える。

６ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、身体的拘束等の適正化を図るた

め、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を３月に１回

以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者

に周知徹底を図ること。

(2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。

(3) 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研

修を定期的に実施すること。

第１６６条の次に次の１条を加える。

（緊急時等の対応）

第１６６条の２ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、現に指定地域密着

型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供を行っているときに入所者の

病状の急変が生じた場合その他必要な場合のため、あらかじめ、第１５

２条第１項第１号に掲げる医師との連携方法その他の緊急時等における
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対応方法を定めておかなければならない。

第１６９条中「次に掲げる指定地域密着型介護老人福祉施設」を「次に

掲げる施設」に改め、同条中第７号を第８号とし、第６号を第７号とし、

第５号の次に次の１号を加える。

(6) 緊急時等における対応方法

第１８３条中第８項を第９項とし、第７項の次に次の１項を加える。

８ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、身体的拘束等の適正

化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を３月に１回

以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者

に周知徹底を図ること。

(2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。

(3) 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研

修を定期的に実施すること。

第１８７条中「次に掲げるユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設

」を「次に掲げる施設」に改め、同条中第８号を第９号とし、第７号を第

８号とし、第６号の次に次の１号を加える。

(7) 緊急時等における対応方法

第１９１条中「第１７条の１０」を「第１７条の１２」に、「指定看護

小規模多機能型居宅介護」」を「「指定看護小規模多機能型居宅介護」」

に、「県指定居宅サービス等基準条例第２８条に規定する訪問看護の基本

方針及び第８２条に規定する小規模多機能型居宅介護の基本方針」を「指

定居宅サービス等基準第５９条に規定する訪問看護の基本方針及び第８２

条に規定する小規模多機能型居宅介護の基本方針」に改める。

第１９２条第１項中「指定看護小規模多機能型居宅介護の事業をいう。

」を「指定看護小規模多機能型居宅介護をいう。」に、「看護小規模多機

能型居宅介護（本体事業所」を「指定看護小規模多機能型居宅介護（第８

３条第７項に規定する本体事業所」に、「又はサテライト型指定介護予防

小規模多機能型居宅介護事業所（指定地域密着型介護予防サービス基準条

例第４５条第７項に規定するサテライト型指定介護予防小規模多機能型居
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宅介護事業所をいう。第６項において同じ。）」を「及び指定地域密着型

介護予防サービス基準条例第４５条第７項に規定するサテライト型指定介

護予防小規模多機能型居宅介護事業所（第６項において「サテライト型指

定小規模多機能型居宅介護事業所」という。）の登録者、第８項に規定す

る本体事業所である指定看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、

当該本体事業所に係る同項に規定するサテライト型指定看護小規模多機能

型居宅介護事業所の登録者並びに同項に規定するサテライト型指定看護小

規模多機能型居宅介護事業所にあっては、当該サテライト型指定看護小規

模型居宅介護事業所に係る同項に規定する本体事業所、当該本体事業所に

係る他の同項に規定するサテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事

業所及び当該本体事業所に係る第８３条第７項に規定するサテライト型指

定小規模多機能型居宅介護事業所」に改め、同条第６項中「指定看護小規

模多機能型居宅介護（本体事業所」を「指定看護小規模多機能型居宅介護

（第８３条第７項に規定する本体事業所」に、「サテライト型指定介護予

防小規模多機能型居宅介護事業所」を「サテライト型指定介護予防小規模

多機能型居宅介護事業所の登録者の心身の状況を勘案し、その処遇に支障

がない場合に、当該登録者を当該本体事業所に宿泊させて行う指定看護小

規模多機能型居宅介護及び第８項に規定する本体事業所である指定看護小

規模多機能型居宅介護事業所にあっては、当該本体事業所に係る同項に規

定するサテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所」に改め、同

条第７項に次の１号を加える。

(5) 介護医療院

第１９２条中第１０項を第１４項とし、第９項を第１２項とし、第８項

中「前項各号」を「第７項各号」に改め、同項を同条第１１項とし、第７

項の次に次の３項を加える。

８ 第１項の規定にかかわらず、サテライト型指定看護小規模多機能型居

宅介護事業所（利用者又はその家族等から電話等により看護に関する意

見を求められた場合に常時対応し、利用者に対し適切な看護サービスを

提供できる体制にある指定看護小規模多機能型居宅介護事業所であって

、指定居宅サービス事業等その他の保健医療又は福祉に関する事業につ

- 50 -



いて３年以上の経験を有する指定看護小規模多機能型居宅介護事業者に

より設置される当該指定看護小規模多機能型居宅介護事業所以外の指定

看護小規模多機能型居宅介護事業所であって、当該指定看護小規模多機

能型居宅介護事業所に対して指定看護小規模多機能型居宅介護の提供に

係る支援を行うもの（以下この章において「本体事業所」という。）と

の密接な連携の下に運営され、利用者に対し適切な看護サービスを提供

できる体制にあるものをいう。以下同じ。）に置くべき訪問サービスの

提供に当たる看護小規模多機能型居宅介護従業者については、本体事業

所の職員により当該サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業

所の登録者の処遇が適切に行われると認められるときは、２人以上とす

ることができる。

９ 第１項の規定にかかわらず、サテライト型指定看護小規模多機能型居

宅介護事業所については、夜間及び深夜の時間帯を通じて本体事業所に

おいて宿直勤務を行う看護小規模多機能型居宅介護従業者により当該サ

テライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の処遇が適

切に行われると認められるときは、夜間及び深夜の時間帯を通じて宿直

勤務を行う看護小規模多機能型居宅介護従業者を置かないことができる

。

１０ 第４項の規定にかかわらず、サテライト型指定看護小規模多機能型

居宅介護事業所については、看護職員の員数は常勤換算方法で１以上と

する。

第１９２条第１２項の次に次の１項を加える。

１３ 第１１項の規定にかかわらず、サテライト型指定看護小規模多機能

型居宅介護事業所については、本体事業所の介護支援専門員により当該

サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の登録者に対して

居宅サービス計画の作成が適切に行われるときは、介護支援専門員に代

えて、看護小規模多機能型居宅介護計画の作成に専ら従事する前項の別

に厚生労働大臣が定める研修を修了している者（第２００条において「

研修修了者」という。）を置くことができる。

第１９３条第２項中「前項」を「第１項」に改め、「介護老人保健施設
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」の次に「、介護医療院」を加え、「従業者若しくは訪問介護員等」を「

従業者又は訪問介護員等」に改め、同項を同条第３項とし、第１項の次に

次の１項を加える。

２ 前項本文の規定にかかわらず、指定看護小規模多機能型居宅介護事業

所の管理上支障がない場合は、サテライト型指定看護小規模多機能型居

宅介護事業所の管理者は、本体事業所の管理者をもって充てることがで

きる。

第１９４条中「介護老人保健施設」の次に「、介護医療院」を加え、「

従業者若しくは訪問介護員等」を「従業者又は訪問介護員等」に改める。

第１９５条第１項中「２９人」の次に「（サテライト型指定看護小規模

多機能型居宅介護事業所にあっては、１８人）」を加え、同条第２項第１

号中「あっては、」を「あっては」に改め、「利用定員」の次に「、サテ

ライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては１２人」を加

え、同項第２号中「９人」の次に「（サテライト型指定看護小規模多機能

型居宅介護事業所にあっては、６人）」を加える。

第１９６条第２項第２号に次のように加える。

オ 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所が診療所である場合であ

って、当該指定看護小規模多機能型居宅介護の利用者へのサービス

の提供に支障がない場合には、当該診療所が有する病床については

、宿泊室を兼用することができる。

第２００条第１項中「介護支援専門員」の次に「（第１９２条第１３項

の規定により介護支援専門員を配置していないサテライト型指定看護小規

模多機能型居宅介護事業所にあっては、研修修了者。以下この条において

同じ。）」を加え、同条第４項中「行わなくてはならない」を「行わなけ

ればならない」に改める。

第２０３条中「提供回数等の活動状況」と」の次に「、第８８条中「第

８３条第１２項」とあるのは「第１９２条第１３項」と」を加える。

附則第４条、附則第６条、附則第７条及び附則第８条中「基準条例施行

日」を「基準省令施行日」に改める。

附則第８条中「平成１５年改正省令」を「指定介護老人福祉施設の人員
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、設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令（平成１５年厚生労働

省令第３０号）」に改める。

附則第１０条から附則第１２条までの規定中「平成３０年３月３１日」

を「平成３６年３月３１日」に改める。

附則第１３条の次に次の２条を加える。

第１４条 第１３１条の規定にかかわらず、療養病床等を有する病院又は

病床を有する診療所の開設者が、当該病院の療養病床等又は当該診療所

の病床を平成３６年３月３１日までの間に転換（当該病院の療養病床等

又は当該診療所の病床の病床数を減少させるとともに、当該病院等の施

設を介護医療院、軽費老人ホームその他の要介護者、要支援者その他の

者を入所又は入居させるための施設の用に供することをいう。次条にお

いて同じ。）を行って指定地域密着型特定施設入居者生活介護の事業を

行う医療機関併設型指定地域密着型特定施設（介護老人保健施設、介護

医療院又は病院若しくは診療所に併設される指定地域密着型特定施設を

いう。以下この条及び次条において同じ。）の生活相談員、機能訓練指

導員及び計画作成担当者の員数の基準は、次のとおりとする。

(1) 機能訓練指導員 併設される介護老人保健施設、介護医療院又は病

院若しくは診療所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士により当

該医療機関併設型指定地域密着型特定施設の利用者の処遇が適切に行

われると認められるときは、置かないことができる。

(2) 生活相談員又は計画作成担当者 当該医療機関併設型指定地域密着

型特定施設の実情に応じた適当数

第１５条 第１３３条の規定にかかわらず、療養病床等を有する病院又は

病床を有する診療所の開設者が、当該病院の療養病床等又は当該診療所

の病床を平成３６年３月３１日までの間に転換を行って指定地域密着型

特定施設入居者生活介護の事業を行う場合の医療機関併設型指定地域密

着型特定施設においては、併設される介護老人保健施設、介護医療院又

は病院若しくは診療所の施設を利用することにより、当該医療機関併設

型指定地域密着型特定施設の利用者の処遇が適切に行われると認められ

るときは、当該医療機関併設型指定地域密着型特定施設に浴室、便所及
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び食堂を設けないことができる。

（白石市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並

びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支

援の方法に関する基準等を定める条例の一部改正）

第２条 白石市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運

営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的

な支援の方法に関する基準等を定める条例（平成２５年白石市条例第１３

号）の一部を次のように改正する。

第１条を次のように改める。

（趣旨）

第１条 この条例は、介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」

という。）第１１５条の１２第２項第１号、第１１５条の１２の２第１

項各号並びに第１１５条の１４第１項及び第２項の規定に基づき、指定

地域密着型介護予防サービスの事業者の指定の基準並びに事業の人員、

設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防の

ための効果的な支援の方法に関する基準を定めるものとする。

第３条第３項を次のように改める。

３ 法第１１５条の１２第２項第１号（法第１１５条の２１において読み

替えて準用する法第７０条の２第４項において準用する場合を含む。）

に規定する条例で定める者は、法人（白石市暴力団排除条例（平成２４

年白石市条例第２６号）第２条第４号ウに該当する者を除く。）とする

。

第４条を次のように改める。

（暴力団員等の排除）

第４条 指定地域密着型介護予防サービス事業所の管理者その他これに準

ずる者は、白石市暴力団排除条例第２条第４号ア又はイに該当する者で

あってはならない。

２ 指定地域密着型介護予防サービス事業所は、白石市暴力団排除条例第

２条第４号に該当する者がその事業活動に支配的な影響力を有するもの

であってはならない。
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第５条中「法第５条の２」を「法第５条の２第１項」に改める。

第６条第１項中「（特別養護老人ホーム等（特別養護老人ホーム（老人

福祉法（昭和３８年法律第１３３号）第２０条の５に規定する特別養護老

人ホームをいう。以下同じ。）、同法第２０条の４に規定する養護老人ホ

ーム、病院、診療所、介護老人保健施設、社会福祉施設又は特定施設をい

う。以下この条において同じ。）に併設されていない事業所において行わ

れる指定介護予防認知症対応型通所介護をいう。以下同じ。）」を「（特

別養護老人ホーム等（老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号）第２０条

の５に規定する特別養護老人ホーム、同法第２０条の４に規定する養護老

人ホーム、病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院、社会福祉施設

又は特定施設をいう。以下この条において同じ。）に併設されていない事

業所において行われる指定介護予防認知症対応型通所介護をいう。以下同

じ。）」に改める。

第１０条第１項中「指定地域密着型介護老人福祉施設」の次に「（ユニ

ット型指定地域密着型介護老人福祉施設（指定地域密着型サービス基準条

例第１７９条に規定するユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設をい

う。以下この項において同じ。）を除く。）」を加え、「３人以下とする

」を「３人以下とし、ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設におい

ては、ユニットごとに当該ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の

入居者の数と当該共用型指定介護予防認知症対応型通所介護の利用者の数

の合計が１日当たり１２人以下となる数とする」に改める。

第２０条中「当該計画」を「当該介護予防サービス計画」に改める。

第２５条（見出しを含む。）中「市長」を「市」に改める。

第３８条第２項中「するとともに、市長に報告」を削る。

第４０条第１項中「指定介護予防認知症対応型通所介護事業所が所在す

る市町村の職員」を「市の職員（当該指定介護予防認知症対応型通所介護

事業所が市の区域外に所在する場合は、その所在する市町村の職員）」に

改める。

第４３条第３号中「当該計画」を「当該介護予防サービス計画」に改め

る。
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第４５条第６項の表当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所に

中欄に掲げる施設等のいずれかが併設されている場合の項中欄中「又は指

定介護療養型医療施設」を「、指定介護療養型医療施設」に改め、「診療

所であるものに限る。）」の次に「又は介護医療院」を加え、同条第１０

項中「当該介護予防小規模多機能型居宅介護事業所」を「当該指定介護予

防小規模多機能型居宅介護事業所」に改める。

第４６条第１項ただし書中「ただし」の次に「、当該管理者は」を加え

、同条第３項中「介護老人保健施設」の次に「、介護医療院」を加え、「

白石市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準

等を定める条例」を「指定地域密着型サービス基準条例」に改める。

第４７条中「介護老人保健施設」の次に「、介護医療院」を加える。

第５０条中「召集」を「招集」に改める。

第５５条中「宮城県国民健康保険団体連合会」を「市（法第５４条の２

第９項において準用する法第４１条第１０項の規定により法第５４条の２

第８項の規定による審査及び支払に関する事務を国民健康保険団体連合会

に委託している場合にあっては、当該国民健康保険団体連合会）」に改め

る。

第６１条第３項中「介護老人保健施設」の次に「、介護医療院」を加え

る。

第６８条第３号中「作成するともに」を「作成するとともに」に、「行

わなくてはならない」を「行わなければならない」に改める。

第７２条第５項ただし書中「ただし」の次に「、当該計画作成担当者は

」を加える。

第７３条第１項ただし書中「ただし」の次に「、当該管理者は」を加え

、同条第２項中「介護老人保健施設」の次に「、介護医療院」を加える。

第７４条中「介護老人保健施設」の次に「、介護医療院」を加える。

第７９条に次の１項を加える。

３ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、身体的拘束等の適

正化を図るために、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を３月に１回

- 56 -



以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者

に周知徹底を図ること。

(2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。

(3) 介護従業者その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための

研修を定期的に実施すること。

第８２条第２項中「介護従業者」を「従業者」に改める。

第８４条第３項中「介護老人保健施設」の次に「、介護医療院」を加え

る。

（白石市指定介護予防支援事業者の指定に関し必要な事項並びに指定介護

予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予

防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部改正）

第３条 白石市指定介護予防支援事業者の指定に関し必要な事項並びに指定

介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介

護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例（平成２７

年白石市条例第２３号）の一部を次のように改正する。

目次中「第２章 指定介護予防支援事業者の指定（第２条）」を「第２

章 指定介護予防支援事業者の指定（第２条・第２条の２）」に改める。

第２条を次のように改める。

（指定介護予防支援事業者の指定に係る申請者の基準）

第２条 法第１１５条の２２第２項第１号（法第１１５条の３１において

読み替えて準用する法第７０条の２第４項において準用する場合を含む

。）に規定する条例で定める者は、法人（白石市暴力団排除条例(平成

２４年白石市条例第２６号)第２条第４号ウに該当する者を除く。）と

する。

第２条の次に次の１条を加える。

（暴力団員等の排除）

第２条の２ 指定介護予防支援事業所の管理者その他これに準ずる者は、

白石市暴力団排除条例第２条第４号ア又はイに該当する者であってはな

らない。

２ 指定介護予防支援事業所は、白石市暴力団排除条例第２条第４号に該
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当する者がその事業活動に支配的な影響力を有するものであってはなら

ない。

第３条第４項中「介護保険施設」の次に「、障害者の日常生活及び社会

生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第５１

条の１７第１項第１号に規定する指定特定相談支援事業者」を加える。

第６条第２項中「あらかじめ」の次に「、利用申込者又はその家族に対

し」を加え、「であること」を「であり、利用者は複数の指定介護予防サ

ービス事業者（法第５３条第１項に規定する指定介護予防サービス事業者

をいう。以下同じ。）等を紹介するよう求めることができること」に改め

、同条第７項を同条第８項とし、同条第６項中「第３項」を「第４項」に

改め、同項第１号中「第３項各号」を「第４項各号」に改め、同項を同条

第７項とし、同条第５項中「第３項第１号」を｢第４項第１号」に改め、

同項を同条第６項とし、同条第４項を同条第５項とし、同条第３項中「第

６項で」を「第７項に」に、「技術を使用する」を「技術を利用する」に

改め、同項を同条第４項とし、同条第２項の次に次の１項を加える。

３ 指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支援の提供の開始に際し、

あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、利用者について、病院又

は診療所に入院する必要が生じた場合には、当該利用者に係る担当職員

の氏名及び連絡先を当該病院又は診療所に伝えるよう求めなければなら

ない。

第８条中「当該事業所」を「当該指定介護予防支援事業所」に改める。

第１２条中「以下同じ。）と」を「以下同じ。）の額と」に改める。

第１５条の見出し中「法定代理受領サービス」の次に「等」を加え、同

条第１項中「国民健康保険団体連合会（国民健康保険法（昭和３３年法律

第１９２号）第４５条第５項に規定する国民健康保険団体連合会をいう。

以下同じ。）」」を「市（法第５３条第７項において読み替えて準用する

第４１条第１０項の規定により法第５３条第６項の規定による審査及び支

払に関する事務を国民健康保険団体連合会（国民健康保険法（昭和３３年

法律第１９２号）第４５条第５項に規定する国民健康保険団体連合会をい

う。以下同じ。）に委託している場合にあっては、当該国民健康保険団体
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連合会）」に改め、同条第２項中「国民健康保険団体連合会」を「市（当

該事務を国民健康保険団体連合会に委託している場合にあっては、当該国

民健康保険団体連合会）」に改める。

第２９条中「事業所」を「指定介護予防支援事業所」に改める。

第３２条第９号中「のために」の次に「、利用者及びその家族の参加を

基本としつつ、」を加え、同条第１２号を次のように改める。

(12) 担当職員は、介護予防サービス計画に位置付けた指定介護予防サー

ビス事業者等に対して、介護予防訪問看護計画書（指定介護予防サービ

ス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る

介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（平成１８年厚生労

働省令第３５号。以下「指定介護予防サービス等基準」という。）第７

６条第２号に規定する介護予防訪問看護計画書をいう。次号において同

じ。）等指定介護予防サービス等基準において位置付けられている計画

の提出を求めるものとする。

第３２条第１２号の次に次の１号を加える。

(12の2) 担当職員は、指定介護予防サービス事業者等に対して、介護予防

サービス計画に基づき、介護予防訪問看護計画書等指定介護予防サービ

ス等基準において位置付けられている計画の作成を指導するとともに、

サービスの提供状況や利用者の状態等に関する報告を少なくとも１月に

１回、聴取しなければならない。

第３２条第１３号の次に次の１号を加える。

(13の2) 担当職員は、指定介護予防サービス事業者等から利用者に係る情

報の提供を受けたときその他必要と認めるときは、利用者の服薬状況、

口腔機能その他の利用者の心身又は生活の状況に係る情報のうち必要と
くう

認めるものを、利用者の同意を得て主治の医師若しくは歯科医師（以下

この条において「主治の医師等」という。）又は薬剤師に提供するもの

とする。

第３２条第１４号中「当該計画」を「当該介護予防サービス計画」に改

め、同条第１５号イ中「指定介護予防通所介護事業所（指定介護予防サー

ビス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る

- 59 -



介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（平成１８年厚生労働

省令第３５号）第９７条第１項に規定する指定介護予防通所介護事業所を

いう。）又は指定介護予防通所リハビリテーション事業所（同省令第１１

７条第１項に規定する指定介護予防通所リハビリテーション事業所をいう

。）」を「指定介護予防通所リハビリテーション事業所（指定介護予防サ

ービス等基準第１１７条第１項に規定する指定介護予防通所リハビリテー

ション事業所をいう。）」に改め、同条第１８号中「入院又は入所」を「

入院若しくは入所」に改め、同条第２０号中「主治の医師又は歯科医師（

以下「主治の医師等」という。）」を「主治の医師等」に改め、同号の次

に次の１号を加える。

(20の2) 前号の場合において、担当職員は、介護予防サービス計画を作成

した際には、当該介護予防サービス計画を主治の医師等に交付しなけれ

ばならない。

第３２条第２３号及び同条第２４号中「当該計画」を「当該介護予防サ

ービス計画」に改め、同条に次の１号を加える。

(27) 指定介護予防支援事業者は、法第１１５条の４８第４項の規定に基

づき、同条第１項に規定する会議から、同条第２項の検討を行うための

資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力の求めがあった場合

には、これに協力するよう努めなければならない。

第３３条第１号中「口腔」を「口腔」に改める。
くう

附 則

この条例は、平成３０年４月１日から施行する。
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第４２号議案

専決処分の承認を求めることについて

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、次のと

おり専決処分したので、同条第３項の規定によりこれを報告し、承認を求める。

平成２９年度白石市一般会計補正予算（専決第６号）

（平成３０年３月３１日専決）

平成３０年６月１１日

白石市長 山 田 裕 一
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第４３号議案

専決処分の承認を求めることについて

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、次のと

おり専決処分したので、同条第３項の規定によりこれを報告し、承認を求める。

平成２９年度白石市国民健康保険特別会計補正予算（専決第７号）

（平成３０年３月３１日専決）

平成３０年６月１１日

白石市長 山 田 裕 一
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第４４号議案

専決処分の承認を求めることについて

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、次のと

おり専決処分したので、同条第３項の規定によりこれを報告し、承認を求める。

平成２９年度白石市下水道事業会計補正予算（専決第８号）

（平成３０年３月３１日専決）

平成３０年６月１１日

白石市長 山 田 裕 一
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第４５号議案

白石市地域公共交通会議設置条例の全部を改正する条例

上記の議案を提出する。

平成３０年６月１１日

白石市長 山 田 裕 一
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白石市地域公共交通会議設置条例の全部を改正する条例

白石市地域公共交通会議設置条例（平成１９年白石市条例第３号）の全部

を改正する。

白石市地域公共交通会議設置条例

（設置）

第１条 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律（平成１９年法律第５

９号）第６条の規定により、地域公共交通網形成計画の作成及び実施に関

し必要な協議を行うとともに、道路運送法施行規則（昭和２６年運輸省令

第７５号）第９条の２の規定により、地域住民の生活に必要なバス等の旅

客輸送の確保その他の旅客の利便の増進を図るために必要な協議を行うた

め、白石市地域公共交通会議（以下「交通会議」という。）を置く。

（協議事項）

第２条 交通会議は、次に掲げる事項を協議する。

(1) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様、運賃及び料金に関す

る事項

(2) 市が運営する有償運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事

項

(3) 輸送サービスに係る路線又は営業区域の休廃止等に関する事項

(4) 地域公共交通網形成計画の作成及び変更に関する事項

(5) 地域公共交通網形成計画の実施に係る連絡調整に関する事項

(6) 交通会議の運営方法その他交通会議が必要と認める事項

（組織）

第３条 交通会議の委員（以下「委員」という。）は、２５人以内をもって

組織する。

２ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 市民又は利用者を代表する者

(2) 学識経験者

(3) 一般旅客自動車運送事業者

(4) 鉄道事業者
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(5) 東北運輸局宮城運輸支局長が指名する者

(6) 宮城県震災復興・企画部長が指名する者

(7) 道路管理者が指名する者

(8) 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体が

推薦する者

(9) 運送区域を管轄する警察署長が指名する者

(10) 市職員のうちから市長が指名する者

(11) 関係市町村の長が指名する者

(12) その他市長が必要と認める者

（任期）

第４条 委員の任期は、２年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合にお

ける補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。

２ 委員は、再任されることができる。

（会長及び副会長）

第５条 交通会議に会長及び副会長各１人を置き、それぞれ委員の互選によ

って定める。

２ 会長は、交通会議を代表し、会務を総理する。

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたとき

は、その職務を代理する。

（会議）

第６条 交通会議の会議（以下「会議」という。）は、会長が招集し、その

議長となる。

２ 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

３ 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決

するところによる。

４ 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め

、意見を聴くことができる。

（協議結果の取扱い）

第７条 会議において協議が調った事項について、委員は、その結果を尊重
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し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。

（庶務）

第８条 交通会議の庶務は、総務部企画情報課において処理する。

（その他）

第９条 この条例に定めるもののほか、交通会議の運営に関し必要な事項は

、別に定める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、公布の日から施行する。

（経過措置）

２ この条例の施行の際現に白石市地域公共交通会議の委員である者は、こ

の条例による改正後の白石市地域公共交通会議設置条例（以下「改正後条

例」という。）の規定に基づく委員に委嘱又は任命されたものとみなす。

この場合において、その者の任期は、改正後条例第４条第１項の規定にか

かわらず、この条例の施行の日前に委嘱又は任命された委員としての任期

と同一の任期とする。

３ 改正後条例第３条第２項の規定により最初に委嘱又は任命される委員の

任期は、改正後条例第４条第１項の規定にかかわらず、平成３２年７月３

１日までとする。

（会議招集の特例）

４ この条例の施行後最初に招集される会議並びに新たな委員の委嘱及び任

命が行われた後最初に招集される会議は、改正後条例第６条第１項の規定

にかかわらず、市長が招集する。
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第４６号議案

平成２３年東日本大震災による災害被害者に対する白石市税の減免に

関する条例の一部を改正する条例

上記の議案を提出する。

平成３０年６月１１日

白石市長 山 田 裕 一
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平成２３年東日本大震災による災害被害者に対する白石市税の減免に

関する条例の一部を改正する条例

平成２３年東日本大震災による災害被害者に対する白石市税の減免に関す

る条例（平成２３年白石市条例第８号）の一部を次のように改正する。

附則第７項、第９項、第１１項及び第１３項中「（昭和３３年政令第３６

２号）」を削り、附則に次の１項を加える。

（平成３０年度における国民健康保険税の減免措置の延長）

１５ 第１項から第３項まで、第７項、第９項、第１１項及び第１３項の規

定にかかわらず、第４条第３項に係る者の内、帰還困難区域等及び上位所

得層（世帯に属する国民健康保険の被保険者について、平成２９年の国民

健康保険法施行令第２９条の３第２項に規定する基準所得額を合算した額

が、６００万円を超える世帯）を除く旧避難指示区域等の被保険者につい

ては、平成３０年度分についても、この条例の規定を適用する。この場合

において、同項中「平成２３年度」とあるのは「平成３０年度」と、第５

条中「受けようとする者」とあるのは「受けようとする者（平成２３年度

から平成２９年度までの申請済者を除く。）」と、「平成２３年７月３１

日」とあるのは「平成３０年７月３１日」とする。

附 則

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の平成２３年東

日本大震災による災害被害者に対する白石市税の減免に関する条例の規定は

、平成３０年４月１日から適用する。
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第４７号議案

平成２３年東日本大震災による災害被害者に対する白石市介護保険料

の減免に関する条例の一部を改正する条例

上記の議案を提出する。

平成３０年６月１１日

白石市長 山 田 裕 一
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平成２３年東日本大震災による災害被害者に対する白石市介護保険料

の減免に関する条例の一部を改正する条例

平成２３年東日本大震災による災害被害者に対する白石市介護保険料の減

免に関する条例（平成２３年白石市条例第９号）の一部を次のように改正す

る。

附則第４項、第６項、第８項及び第１０項中「地方税法（昭和２５年法律

第２２６号）」を「法」に改め、附則に次の１項を加える。

１２ 第１項から第４項まで、第６項、第８項及び第１０項の規定にかかわ

らず、第２条第４項に係る者の内、帰還困難区域等及び上位所得者（法第

２９２条第１項第１３号に規定する合計所得金額（租税特別措置法第３３

条の４第１項若しくは第２項、第３４条第１項、第３４条の２第１項、第

３４条の３第１項、第３５条第１項、第３５条の２第１項又は第３６条の

規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から介護保険法施行令附則

第１９条第２項に規定する特別控除額を控除して得た額）が６３３万円以

上である者）を除く旧避難指示区域等に住所を有している者については、

平成３０年度分の保険料についても、この条例の規定を適用する。この場

合において、同項中「平成２３年度」とあるのは「平成３０年度」と、第

３条中「受けようとする者」とあるのは「受けようとする者（平成２３年

度から平成２９年度までの申請済者を除く。）」と、「平成２３年７月３

１日」とあるのは「平成３０年７月３１日」とする。

附 則

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の平成２３年東

日本大震災による災害被害者に対する白石市介護保険料の減免に関する条例

の規定は、平成３０年４月１日から適用する。
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第４８号議案

白石市企業立地促進条例の一部を改正する条例

上記の議案を提出する。

平成３０年６月１１日

白石市長 山 田 裕 一
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白石市企業立地促進条例の一部を改正する条例

白石市企業立地促進条例（平成１８年白石市条例第２０号）の一部を次の

ように改正する。

第５条第１項第１号中「企業投資額」を「投下固定資産に係る固定資産税

評価額」に、「３億円」を「１億円」に改め、同項第２号中「企業投資額」

を「投下固定資産に係る固定資産税評価額」に、「５，０００万円」を「２

，０００万円」に改める。

附 則

この条例は、平成３０年１０月１日から施行する。
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第４９号議案

白石市下水道条例の一部を改正する条例

上記の議案を提出する。

平成３０年６月１１日

白石市長 山 田 裕 一
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白石市下水道条例の一部を改正する条例

白石市下水道条例（昭和６１年白石市条例第１０号）の一部を次のように

改正する。

第２条の２中「次条から」を「次条及び」に改め、「まで」を削る。

第２条の３中「次の」を「次に掲げる」に改める。

第３条及び第４条中「次の各号に定める」を「次に掲げる」に改める。

第１０条第２項第１号中「当該各号」を「同号」に改める。

第１１条第１項第１号中「第９条の８各号」を「第９条の４各号」に、同

項第８号中「沃素」を「沃素」に改める。
よう

第１７条を次のように改める。

（使用料）

第１７条 管理者は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収

する。

２ 使用料は、使用者が１使用月に排出した汚水の量（以下「排出汚水量」

という。）に応じ、次の表に定めるところにより算出した基本使用料と従

量使用料の合計額（以下「基本使用料等」という。）に、基本使用料等に

消費税法（昭和６３年法律第１０８号）第２９条に規定する消費税の税率

を乗じて得た額（以下「消費税額」という。）及び消費税額に地方税法（

昭和２５年法律第２２６号）第７２条の８３に規定する税率を乗じて得た

額を加算した額とする。ただし、その額に１円未満の端数が生じたときは

、これを切り捨てるものとする。

基本使用料 従量使用料

１使用月につ 排出汚水量１立方メートルにつき

き

１，２００円 １０立方メートルまで ６５円

１０立方メートルを超え２０立方メートルまで ２００

円
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２０立方メートルを超え５０立方メートルまで ２２０

円

５０立方メートルを超え２００立方メートルまで ２３

５円

２００立方メートルを超えるもの ２５０円

第１８条第１項中「次の各号に定める」を「次に掲げる」に改め、同条に

次の１項を加える。

３ 管理者は、第１項第２号及び前項の規定による認定をするため必要があ

ると認めるときは、計測のための装置の設置等必要な措置を講ずることが

できる。

第２０条を次のように改める。

（使用料の徴収方法等）

第２０条 管理者は、第１７条の規定による使用料を納入通知書、口座振替

又は集金の方法により毎使用月分を翌月の月末までに徴収する。

２ 管理者は、使用者が第１６条の規定による公共下水道の使用の開始又は

再開の届出をしないで使用した場合には、その使用者から公共下水道の使

用を開始したとき又は使用を再開したときにさかのぼり、使用料を徴収す

る。

第２３条中「認めたときは、」の次に「第１７条第１項の規定による」を

、「使用料、」の次に「第２７条第２項の規定による」を、「占用料」の次

に「及び第２８の３第５項の規定による暗渠使用料」を加える。

第２５条中「次の各号に掲げる図面」を「次に掲げる図面等」に改める。

第２７条第１項中「次の各号」を「次」に改め、同条第３項中「第１７号

）」の次に「第３条から第５条」を加える。

第２８条の２中「次の各号」を「次」に改める。

第２８条の３第１項第７号中「道路法」の次に「（昭和２７年法律第１８

- 76 -



０号）」を加え、同条第６項中「白石市道路占用料条例」の次に「第３条か

ら第５条」を、「準用する。」の次に「この場合において、「占用」とある

のは「使用」と読み替えるものとする。」を加える。

第３１条を次のように改める。

（手数料）

第３１条 管理者は、申請者から次に掲げる手数料を徴収する。

(1) 第５条第１項の規定による排水設備等計画確認手数料 １件につき２

，０００円

(2) 第６条第１項の規定による排水設備等検査手数料 １件につき２，０

００円

(3) 第７条第１項の規定による公認業者の指定及び継続指定に関する手数

料 １件につき２０，０００円

(4) 第７条第２項の規定による排水設備等工事責任技術者の登録及び継続

登録に関する手数料 １件につき３，０００円

２ 既納の手数料は、返還しない。

第３３条中「次の各号に掲げる者」を「次の各号のいずれかに該当する者

」に改める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、平成３０年１０月１日から施行する。

（使用料に関する経過措置）

２ この条例による改正後の白石市下水道条例（以下「改正後条例」という

。）の規定にかかわらず、この条例の施行の日（以下「施行日」という。

）前から継続している第２条第３号の規定による公共下水道の使用で、施

行日から平成３０年１０月３１日までの間に使用料の支払いを受ける権利

が確定されるものについては、なお従前の例による。

（手数料に関する経過措置）

３ 施行日前に受理された条例第５条第１項の規定による申請（以下「施行

日前受理申請」という。）に係る管理者の権限を行う市長（以下「管理者

」という。）の確認及び施行日前受理申請に係る工事に対する条例第６条
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第１項の規定による管理者の検査については、改正後条例第３１条第１項

第１号及び第２号の規定は適用しない。
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第５０号議案

白石市農業集落排水事業条例の一部を改正する条例

上記の議案を提出する。

平成３０年６月１１日

白石市長 山 田 裕 一
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白石市農業集落排水事業条例の一部を改正する条例

白石市農業集落排水事業条例（平成９年白石市条例第７号）の一部を次の

ように改正する。

第２条第２号中「排水渠」を「排水渠」に改める。
きょ

第６条中「次の各号に定める」を「次に掲げる」に改める。

第１０条第１項中「次の各号」を「次」に改める。

第１１条第１項第１号中「第９条の８各号」を「第９条の４各号」に改め

る。

第１７条を次のように改める。

（使用料）

第１７条 管理者は、排水処理施設の使用について、使用者から使用料を徴

収する。

２ 使用料は、使用者が１使用月に排出した汚水の量（以下「排出汚水量」

という。）に応じ、次の表に定めるところにより算出した基本使用料と従

量使用料の合計額（以下「基本使用料等」という。）に、基本使用料等に

消費税法（昭和６３年法律第１０８号）第２９条に規定する消費税の税率

を乗じて得た額（以下「消費税額」という。）及び消費税額に地方税法（

昭和２５年法律第２２６号）第７２条の８３に規定する税率を乗じて得た

額を加算した額とする。ただし、その額に１円未満の端数が生じたときは

、これを切り捨てるものとする。

基本使用料 従量使用料

１使用月につ 排出汚水量１立方メートルにつき

き

１，２００円 １０立方メートルまで ６５円

１０立方メートルを超え２０立方メートルまで ２００

円
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２０立方メートルを超え５０立方メートルまで ２２０

円

５０立方メートルを超え２００立方メートルまで ２３

５円

２００立方メートルを超えるもの ２５０円

第１８条第１項中「次の各号に定める」を「次に掲げる」に改め、同条に

次の１項を加える。

３ 管理者は、第１項第２号及び前項の規定による認定をするため必要があ

ると認めるときは、計測のための装置の設置等必要な措置を講ずることが

できる。

第２０条を次のように改める。

（使用料の徴収方法等）

第２０条 管理者は、第１７条の規定による使用料を納入通知書、口座振替

又は集金の方法により毎使用月分を翌月の月末までに徴収する。

２ 管理者は、使用者が第１６条の規定による排水処理施設の使用の開始又

は再開の届出をしないで使用した場合には、その使用者から排水処理施設

の使用を開始したとき又は使用を再開したときにさかのぼり、使用料を徴

収する。

第２３条中「認めたときは、」の次に「第１７条第１項の規定による」を

加え、「及び占用料」を「、第２６条第２項の規定による占用料及び第２７

の３第５項の規定による暗渠使用料」に改める。

第２５条第２項及び第２６条第１項中「次の各号」を「次」に改める。

第２６条第３項中「第１７号）」の次に「第３条から第５条」を加える。

第２７条の２第１項中「次の各号」を「次」に改める。

第２７条の３第６項中「白石市道路占用料条例」の次に「第３条から第５

条」を、「準用する。」の次に「この場合において、「占用」とあるのは「

使用」と読み替えるものとする。」を加える。
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第３０条を次のように改める。

（手数料）

第３０条 管理者は、申請者から次に掲げる手数料を徴収する。

(1) 第７条第１項の規定による排水設備等計画確認手数料 １件につき２

，０００円

(2) 第９条第１項の規定による排水設備等検査手数料 １件につき２，０

００円

２ 既納の手数料は、返還しない。

第３２条中「次の各号に掲げる者」を「次の各号のいずれかに該当する者

」に改める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、平成３０年１０月１日から施行する。

（使用料に関する経過措置）

２ この条例による改正後の白石市農業集落排水事業条例（以下「改正後条

例」という。）の規定にかかわらず、この条例の施行の日（以下「施行日

」という。）前から継続している第２条第２号の規定による排水処理施設

の使用で、施行日から平成３０年１０月３１日までの間に使用料の支払い

を受ける権利が確定されるものについては、なお従前の例による。

（手数料に関する経過措置）

３ 施行日前に受理された条例第７条第１項の規定による申請（以下「施行

日前受理申請」という。）に係る管理者の権限を行う市長（以下「管理者

」という。）の確認及び施行日前受理申請に係る工事に対する条例第９条

第１項の規定による管理者の検査については、改正後条例第３０条第１項

第１号及び第２号の規定は適用しない。
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第５１号議案

白石市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める

条例の一部を改正する条例

上記の議案を提出する。

平成３０年６月１１日

白石市長 山 田 裕 一
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白石市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める

条例の一部を改正する条例

白石市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

（平成２７年白石市条例第２１号）の一部を次のように改正する。

第１０条第３項第４号を次のように改める。

(4) 教育職員免許法（昭和２４年法律第１４７号）第４条に規定する免許

状を有する者

第１０条第３項に次の１号を加える。

(10) ５年以上放課後児童健全育成事業に従事した者であって、市長が適当

と認めたもの

附 則

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の白石市放課後

児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の規定は、平成

３０年４月１日から適用する。
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第５２号議案

白石市立学校の設置に関する条例の一部を改正する条例

上記の議案を提出する。

平成３０年６月１１日

白石市長 山 田 裕 一
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白石市立学校の設置に関する条例の一部を改正する条例

白石市立学校の設置に関する条例（昭和３９年白石市条例第１４号）の一

部を次のように改正する。

第２条の表南中学校の項及び白川中学校の項を削る。

附 則

この条例は、平成３１年４月１日から施行する。
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第５３号議案

白石市立学校施設の開放に関する条例の一部を改正する条例

上記の議案を提出する。

平成３０年６月１１日

白石市長 山 田 裕 一
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白石市立学校施設の開放に関する条例の一部を改正する条例

白石市立学校施設の開放に関する条例（平成４年白石市条例第２１号）の

一部を次のように改正する。

別表南中学校体育館の項及び白川中学校体育館の項を削る。

附 則

この条例は、平成３１年４月１日から施行する。
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